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はじめに 

ソフトウェア産業を中心に、“Software Defined ○○”という言葉がトレンドになり始め

ている。昨今はソフトウェアベンダーごとに“○○”の部分が異なる抽象化されたコンセ

プトが生み出され、利用されている。代表例として、“ソフトウェア・デファイン・ネット

ワーク（Software Defined Network：SDN）”がある。この SDN は、ネットワーク網をソフ

トウェアによって柔軟に制御・構築可能とする技術コンセプトであり、通信業界等を中心

に普及が進められている。従来は各種用途に特化した専用ハードウェアを利用し、ネット

ワークの追加・変更等においても物理的な構成変更やハードウェアごとの設定変更が必要

であったが、SDN によりハードウェアに依存することなく、かつ、動的なネットワークの

制御等を実現することができるようになった。 

“Software Defined”は、「ソフト化」と訳されることが多いが、そこには 2 つの意味が

含まれている。一つ目は、SDN の例で説明したとおり、「機能のソフトウェア化」である。

「機能のソフトウェア化」は、SDN 以外にも既にいくつかの事例がある。例えば、従来の

固定電話機や電卓等が有する機能が、スマートフォンなどにおいてソフトウェアで実現さ

れ、電話交換機は汎用サーバ上で動作するソフトスイッチが実用化されている。また、通

貨も Suica など電子マネーを使用することは一般生活でも当たり前になっている。二つ目

は、状況や用途によって構成を柔軟に変更する「構成のソフト化」である。「構成のソフト

化」は、災害時の構成変更や交通量によって車線を可変にするなどの事例も現れている。

今後は、CPS（Cyber Physical System）・IoT（Internet of Things）の高度化や、人工知能技術

の進化により、多くの社会インフラやデバイス等が環境に応じて最適な構成をとることが

可能になるだろう。 
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図 1 Software Defined の概念 

 

電子情報技術産業協会（JEITA）スマート社会ソフトウェア専門委員会では、将来の社

会インフラにおいてソフトウェアが果たす役割や課題について検討してきた。これまで、

「スマートさ」の定義、国内外の「スマート社会プロジェクト」の調査、成功事例におけ

るベンチャー企業の役割などを調査した。それらの調査から、今後の「スマートな社会」

において、ソフトウェアがより重要な役割を果たすのではないかとの仮説を持ち、「ソフト

ウェア化する未来社会“Software Defined Society”」というコンセプトを提言し、検討を進

めている。 

このコンセプトは、JEITA だけではなく、内閣府の総合科学技術･イノベーション会議が

検討している「超スマート社会」を実現する基盤技術としても取り上げられている1。また、

Canadian Business Journal（CBJ）においても、定義は多少異なるものの“Welcome to the 

Software Defined Society”という記事2, 3が紹介されている。 

電力や交通、運輸流通、金融、通信などの社会を支える産業インフラは、長期的な計画

に基づき、設計、構築、運用がなされてきた。しかしながら、近年発生している想定が困

難な大規模災害やテロの発生、インフラの老朽化や技術革新による既存インフラの陳腐化、

高齢化による労働人口の不足により、産業インフラを効率的かつ低コストで安全に維持、

運用することが課題となっている。そこで、汎用的なハードウェア上で柔軟な構成変更が

可能なソフトウェアにより社会インフラを構築する“Software Defined Society（以下、「SDS」

という）”という考え方が注目されている。 

 

                                                        
1 2015 年 9 月 16 日第 2 回基盤技術の推進の在り方に関する研究会 
2 http://www.cbj.ca/welcome-to-the-software-defined-society/ 
3 CBJ は、bitcoin などの仮想通貨による決済機能のソフト化などを事例として紹介している。 
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本報告書では、本委員会で検討しているコンセプトに基づき、ソフトウェアが支える

2020 年代の近未来社会の姿（あるべき姿）と現状を比較し、将来に向けた社会や企業の課

題について述べる。 

 SDS は、ソフトウェアにより社会をモデリングしなおし、社会活動や事業活動の状況を

デジタル化されたデータによりモニタリングすることを指す。SDS の第一の特徴は、環境

や状況によって構成やサービスをきめ細かく変更できる「柔軟」さである。第二の特徴は、

人工知能やビッグデータ分析など技術革新による「スマート」さ、第三の特徴は実体の制

約を受けず、需要に応じて供給のバランスがとれる「仮想化」（あるいは「共有（シェア）」）

である。そして、これらの特徴を基に経済的で環境にやさしい「エコノミー＆エコロジー」

な社会を目指すことができると考えている。 

 

 

また、社会産業インフラをソフトウェアで実現する（このソフトウェアを「スマート社

会ソフトウェア」と呼ぶ）ポイントは、大別すると 3 つあると考えられる。社会を人間に

喩えると、脳にあたる部分が知識や情報を蓄える「クラウド」、情報を分析する「ビッグデー

タ分析」、「人工知能」などのソフトウェアである。また、手足にあたる部分が交通網にお

ける信号機や ETC、金融における ATM などはセンサやアクチュエータなどハードウェア

を制御するファームウェアが中心である。その上で、今後重要になるのは脳と手足の間を

高速、かつ安全につなぐ脊髄や神経網であり、ここがセンサネットワークやエッジコン

ピューティングなどの機能をソフトウェアで実現することになるだろう。特に、日本政府

は快適性、簡便性、交流性と安心・安全のバランスをとった「おもてなし」社会を強みと

する方針を打ち出しており、異種産業間での各種ソフトウェアの信頼性と相互運用性が重

要となる。 

 

 SDS によって、どのような社会の実現が可能となるかについて、社会課題の観点から応

１．柔軟さ 

 機能・役割として、物と物とを繋ぎ、連携して目的に沿った仕事を提供することがで

きる 

 きめ細かく、サービスの同期・変更・追加・更新ができる 

２．スマートさ 

 人工知能を中心に知的資本に継続的に 

 技術革新が速やかで、利便性向上が継続的 

３．仮想化、共有（シェアリング） 

 土地や実体の制約を受けない 

 需要に応じて供給（統廃合）を行うことができる 
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用分野を検討している。例えば、水素を燃料とした電力ネットワーク（このような電力ネッ

トワークによる社会を「水素社会」と呼ぶ）は、大規模な発電設備を持たず、街の水素ス

テーションや家庭や企業の電動自動車をエネルギー源として、電力の授受が可能となる。

また、水素燃料の運搬により、コードレスなエネルギー移動により災害にも強い構成が可

能である。水素社会では、電力の需要供給のバランスが重要であり、電力のリアルタイム

での裁定取引のため、人工知能技術を用いた決済システムなどが必要となるだろう。 

 

 

図 2 水素社会時代の電動サービスの再定義 

 

このような社会をソフトウェアで実現するためには、いくつかの課題がある。 

 

(1) クロス・ドメインでのセミ・オープンなデータ共有 

「水素社会」のような大きなコンセプトを検討する場合、電力や交通、通信、金融など複

数の産業分野が関連する。これらのデータをリアルタイムに把握し、制御する場合、デー

タの公開条件が重要である。しかし、後述するように、データの公開は個人のプライバシー

や社会の安全性に直結するため、すべてをオープンにすることはできないだろう。そこで、

信頼できる機関、企業を介しての「セミ・オープン」な仕組み、ルール作りが必要である。 

 

(2) 産業間での異種システムの相互連携 

複数の産業間でシステムを接続するためには、産業界や企業ごとの独自システムをつな

ぐことは非効率である。ISO/IEC/ITU では、スマートシティの定義の下で電力だけではな

く、交通や通信、金融などのシステムの標準化に着手している。これらの動向を踏まえた

システム開発が必須になる。 

 

(3) IoT システムのセキュリティ 

また、言うまでもなく、社会システムがネットワークに接続された場合、テロや災害に

おいて、システムの稼動が停止することがないようセキュリティがより重要になる。 
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(4) 新たなサービス実現のための法規制 

(1)から(3)の課題を解決するためには法規制の緩和や整備が必要である。ここで、重要な

点は、新たなサービスは急速に進化し、グローバルに展開される点である。従い、日本の

事情だけ理解していれば良いわけではない。 

 

 SDS は、IoT や CPS をベースとする概念である。IoT や CPS の技術はベンチャー企業が

先行して開発されている。しかし、IoT や CPS は社会インフラに適用するためには、前述

のような課題を政府と連携し、業界としてルールを取り決めることが必要であり、このよ

うな活動を主導できるのは、JEITA などの業界団体を主導する社会インフラ企業と考えら

れる。また、SDS は、デジタル化された標準に基づくシステムであり、言語の壁が低いこ

とから、手足にあたるセンサ、アクチュエータ（メカトロ）技術を生かしたソフトウェア

構築が鍵であり、これは日本企業が優位な土俵であると考える。 

 

平成 27 年度は、これまでの検討を踏まえ「Software Defined Society」というコンセプト

を提唱した。次年度以降は、このコンセプトを現実のものとするための課題、対応策につ

いて、検討を継続していく予定である。 
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1. 調査の概要 

1.1 調査の背景 

電子情報技術産業協会では、平成 24 年度より「安心・安全」かつ「快適・便利」な社会

を目指すべき社会（＝スマート社会）として捉え、スマート社会実現に向けたソフトウェ

アのあり方について検討を進めている。 

平成 24 年度は、実現されるべきスマート社会の姿について検討を行い、平成 25 年度は

スマート社会を誰がどのようにして推進しているのかを把握するために国際動向を調査し

た。平成 26 年度は、それらの調査結果を踏まえた上で、ソフトウェア事業者がどのように

してスマート社会実現を主導していけばよいかを検討するために、自らスマート社会をデ

ザインするための手法等を検討した。 

本節では、これら 3 年間の調査内容を概説する。 

 

Consumer

産業・

事業者
Business

政府
Government

スマートさの伝搬
【H25調査】

特に政府機関の視点から下記を調査

・国内外のソフトウェアに関する戦略

・国内外のスマートに関する技術戦略

・政府の先進プロジェクト事例

【H26調査】

特にビジネスの視点から下記を調査

・スマートなサービス事例

・スマートデザインキャンバス

・ベンチャー企業活用の課題・方策

【H24調査】

特に生活者の視点から下記を調査

・スマートさの評価指標

・スマートナシステム・サービス事例

・先進的なIT技術・プロジェクト技術

消費者・生活者

政府技術戦略と
民間ビジネス間の乖離

外部リソース（ベンチャ等）の
有効活用ができていない

消費者が求める
スマートさを実現できていない

国ごとにスマートさが異なる

 

図 1-1 スマート社会ソフトウェア専門委員会における検討の経緯 

（出所）電子情報技術産業協会「スマートなシステムやサービスに関する調査研究報告」（平成 26 年） 
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1.1.1 スマート社会とスマート社会ソフトウェアの検討 

初年度（平成 24 年度）の調査研究では、スマート社会の全体像を把握することを目的と

して活動を行い、スマートさを「IT による制約の克服」と「価値の醸成」として定義した

（図 1-2）。これは、事業者が提供するサービスのスマートさを客観的に鑑みる指標の役割

を担うとともに、消費者の便益を高めるスマートさのあり方までも包含している。 

 

スマートさ 制約の克服 価値の醸成＝ ×

組織の壁

時間

距離・場所

制度

コスト

相反価値の両立
（例：快適性と省エネ）

環境の視点 低炭素
省エネ
省資源

生物
多様性

事業者の視点
戦略
運営

経営
資源

生活者の視点 快適性 簡便性 交流性
安心
安全

 

図 1-2 スマートさの定義 

（出所）電子情報技術産業協会「スマートなシステムやサービスに関する調査研究報告」（平成 24 年） 

 

ソフトウェアは「スマートさ」を実現するための中核をなす実装技術である。「スマート

社会ソフトウェア」とは、図 1-2 で示すように社会変革事業者が提供する社会サービスを統

合しスマート社会を実現するソフトウェアサービスであり、スマート社会を実現するため

の主要な実装手段でありエンジニアリング要素である。 

 

事業者B

事業者A

事業者C 事業者a

事業者b

事業者d

事業者c

スマート社会
（Smart Society）

ソフトウェア事業者

スマートサービス

社会変革事業者

スマート社会ソフトウェア

安心

安全 快適

便利

 

図 1-3 スマート社会とスマート社会ソフトウェアの位置付け 

（出所）電子情報技術産業協会「スマートなシステムやサービスに関する調査研究報告」（平成 26 年） 
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社会変革事業者は、事業を有利に進めるためにも、価値提案力や変動対応力、環境保全

力において優れたスマートさを有するバリューチェーン（スマートインダストリ）を構想

しその実現方法について常に考え続けている。しかしながら、変革事業者だけでは社会を

変えることは難しく、ソフトウェアの力でレバレッジしてこそ、スマートな社会が実現さ

れる。スマート社会ソフトウェアは、従来のハードウェアの組み込み制御ソフトウェアや

SNSをはじめとするソーシャル系のインターネットサービスアプリケーションとは異なり、

「①社会基盤のハードウェア」と連携する「②モバイルエッジ」を介して「③幅広いデー

タを蓄積し処理分析を行う自律制御力を備える分析サービス」の 3 点を包括するソフトウェ

アを指している。いわば、脳・脊髄・手足を持つ神経ネットワークのように社会を連携さ

せるソフトウェアである（図 1-4）。 

 

快適性、簡便性、交流性、安心・安全
きめ細やかさ、隔てなさ

脳：蓄積処理（クラウド）

分析（ビッグデータ、最適化エンジン、AI）

脊髄：モバイルエッジ（センサー、ネットワーク）
～脊髄反射的機能（モニタリング、アクチュエーション）

手足：社会基盤（端末）

神経ネットワークのように
ソフトウェアが連携する

 

図 1-4 スマート社会ソフトウェアの機能イメージ 

（出所）電子情報技術産業協会「スマートなシステムやサービスに関する調査研究報告」（平成 26 年） 

 

経済産業省では、データ駆動型社会を世界に先駆けて創出するために「Internet of Things

（IoT）／Cyber Physical System（CPS）」の実装を推進している。これは、ビッグデータと

それに即応・最適化を促す処理システムや人工知能に焦点を当て、データを基軸とした情

報革命による社会的価値創出を狙うものである。スマート社会ソフトウェアの一部分が、

こうした IoT／CPS である。社会を変革することが「スマート社会ソフトウェア」の目的で

あり、その実現手段としてデータ駆動型の情報革命や CPS のシステム技術が活用されつつ

ある。 
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図 1-5 社会全体が CPS により変革される「データ駆動型社会」 

（出所）経済産業省「情報経済小委員会 中間報告」 

 

1.1.2 スマート社会の実装に向けた検討 

 平成 25 年度の調査研究では、スマート社会実現に向けた国際的な動向を把握するため、

政府を中心としたスマート社会ソフトウェアに対する投資について、国内と海外（北米・

欧州・中国等）を対象として調査を実施した。調査の結果、世界規模でこの分野への技術

投資や標準化がすすめられていることが確認された。また、スマートな社会を実現するた

めには、全体最適を目指し、事業者と消費者（社会）と政府の 3 者が有機的に関わるアー

キテクチャの設計が重要となる一方で、この推進の難しさが過年度の調査から浮かび上

がった。 

さらに、昨年度の調査研究では、スマート社会のアーキテクチャを設計するフレームワー

クを検討するために、スマートな社会創造を主導する変革事業者としてベンチャー企業の

動向等を調査し、ソフトウェア事業者が同分野を主導するための方策を検討した。また、

ソフトウェア事業者が自らスマート社会をデザインするための手法やフレームワークを検

討した。 
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図 1-6 スマート社会実現に向けたフレームワーク 

（出所）電子情報技術産業協会「スマートなシステムやサービスに関する調査研究報告」（平成 26 年） 

 

1.2 第 5 期科学技術基本計画における社会像“超スマート社会” 

 本委員会では、2012 年より、安心・安全、快適・便利な“スマート社会”をあるべき姿

として捉え、スマート社会実現に向けてソフトウェア産業が取り組むべき課題や果たすべ

き役割等について議論を行ってきた。 

 一方、昨今科学技術政策を中心に、わが国の目指すべき姿をあらわすコンセプトとして

“超”スマート社会が謳われるようになった。第 5 期科学技術基本計画によると、“超”ス

マート社会とは、2030 年を目標年度として軸足を置き、 

必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社

会の様々なニーズにきめ細やかに対応でき、あらゆる人が質の高いサービス

を受けられ、年齢、性別、地域、言語といった様々な制約を乗り越え、活き

活きと快適に暮らすことのできる社会 

のことを指し、それを実現するための手段として IT・ソフトウェアが位置付けられている。 

 このコンセプトは、1.1 章で述べたとおり、本委員会が目指してきた社会像そのものであ

り、産官学足並みを揃えて一体となってスマートな社会の実現を進めていくことが求めら

れているため、本委員会においても、2030 年を軸足に 2050 年頃のあるべき姿を“超”スマー

ト社会と称して議論を行い、IT・エレクトロニクス分野の業界団体として、検討・課題提起

を行うこととした。 
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1.3 本年度の調査目的と本報告書の構成 

社会変革事業者が開発・提供するサービスによる社会の変革の絵姿をソフトウェア事業

者が描くことは簡単ではない。そこで、本年度の調査研究では、社会変革に資する具体的

なユースケースを検討・整理することで、目指すべき超スマート社会およびソフトウェア・

IT の活用方法について再定義することを目的とする。 

 本報告書では、続く第 2 章において、超スマート社会を取り巻く現状を調査・整理し、

それらを踏まえた上で第 3 章において超スマート社会のユースケースを検討し、スマート

社会実現の障壁となる事項について検討を行う。第 4 章では、スマート社会実現の障壁に

ついて実態を深掘りする。第 5 章では、超スマート社会を実現し、国際競争力を高めるた

めの課題と方策について言及する。 

 

☞国内外の超スマート社会に関連する政
策・標準化動向を調査し、超スマート社
会の潮流を整理

☞それを踏まえて実装を進める都市OSの動
向を把握

超スマート社会を取り巻く現状

☞アイデアソンの結果をもとに、スマート社会
実現に向けた深掘検討を実施

☞具体的なユースケースを考案し、スマート
社会実現に向けた問題点を抽出

超スマート社会実現に向けた
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図 1-7 調査の全体像 
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2. 超スマート社会を取り巻く状況 

2.1 国内外の関連動向 

2.1.1 政策動向 

(1) 米国の動向 

① Smart Cities Initiative 

2015 年 9 月、米国ホワイトハウスは、新たな Smart Cities Initiative を発表し、スマートシ

ティ構築に向けた具体的な検討を開始した。同イニシアチブでは、これまで連邦政府が進

めてきたスマートシティ関連の研究開発をさらに前進させ、社会実装を目指すものであり、

米国連邦政府が主導しているスマートシティ関連の 25 以上の技術開発プロジェクトに対し

て約 1 億 6 千万ドルを投資すると発表している。この取組みには米国内の 20 以上の都市が

参加するほか、大手企業や大学、政府機関などが研究や開発に協力する見込みである。各

プロジェクトでは、交通渋滞の解消や犯罪対策、経済成長の促進策、気候変動対策、行政

サービスの改善などに向けたデータ収集や分析方法などをターゲットにしている。なお、

同イニシアチブでは、以下に挙げる主要戦略に焦点をあてて進める見込みである。 

 IoT アプリケーションのためのテストベッドを構築し、新たなマルチセクター協力モデ

ルを開発 

技術革新や IT インフラコストの低廉化により、IoT やデバイス・スマートセンサ等

によるユビキタスネットワークの構築、ビッグデータ分析等が進展しつつある中、米

国は、当該分野のリーダーとなるチャンスがある。米国の都市は、高いポテンシャル

を有しており、それを発揮するために、都市リーダーを中心に、産業、学術研究機関、

公共団体との間での連携による協力モデルの構築を進める。 

 シビックテックの動きと協力し、都市間のコラボレーションを推進 

IT を活用して、地域の問題解決や地方政府への働きかけなどを進めるシビックテッ

クのコミュニティが醸成されつつあり、これらのコミュニティの活動は、都市がデー

タを活用した新たな機能・サービスを開発することに貢献している。さらに、コミュ

ニティ間の連携を促進することが、都市間の連携にも不可欠である。 

 連邦政府の既存の取組みの活用 

センサネットワークやサイバーセキュリティに関する研究開発からブロードバン

ドや高度道路交通システム（ITS）への投資まで、連邦政府が保有するスマートシティ

構築のために必要な多くの取組みを推進しており、スマートシティ構築に向けてこれ

らの既存の取組みを有効活用することが重要である。 
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 国際協力を推進 

現在、世界の人口の 54%が都市部に居住しており、さらなる人口増加と都市化の進

展により、2050 年までに世界の都市人口はさらに 2.5 億人増加する見込みであり、そ

れに伴い深刻化が想定される気候・資源に関する課題に対しても革新的な解決策が必

要とされている。都市人口の増加の 90%近くがアフリカおよびアジア地域で発生する

中、米国にとっては当該市場に関連した製品・サービスを海外展開する重要な機会で

ある。 

 

② Global City Teams Challenge 

2013 年 12 月に、大統領技術革新フェロー・プログラムにおいて「Smart America Challenge」

が開始された。2014 年 12 月より、Smart Cities Initiative の実現に向け、国立標準技術研究所

（National Institute of Standards and Technology：NIST）は、Smart America Challenge の後継プ

ロジェクトとして「Global City Teams Challenge（GCTC）」を実施している。国立標準技術研

究所は、この GCTC プロジェクトを通じて、スマートシティの連携や技術標準化を目指し

ている。 

NIST は、GCTC を含めた NIST のスマートシティ関連プログラムについて、2016 年度 500

万ドルの予算を予定している。コミュニティと産業界が連携し、性能評価の標準化やツー

ル開発に取り組みながら、地域社会にもたらす IoT 技術の可能性を示していくことを目指す。

IBM や AT&T などの大手 IT 企業が、NIST による取組みへの協力を表明している。 
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(2) 欧州の動向 

① Digitising European Industry（欧州委員会） 

 欧州委員会では、EU の全産業においてデジタル化を促進し、社会変革を進めることを目

的とした指針として「Digitising European Industry」を 2015 年 6 月に公開した。 

デジタル技術の導入が遅れている産業のビジネスを底上げする狙いがある。具体的には、

以下の取組みを進める予定である。 

 

 

図 2-1 Digitisation industry image 

（出所）欧州委員会ウェブサイト 

 

(i) デジタルイノベーションハブを構築 

デジタル技術を導入する際の中小企業のリスクを低減するために ICT Innovation for 

Manufacturing SMEs Initiative を通じて、企業への支援を行う。2015 年時点で、200 社近い中

小企業を支援している。特に、昨今のデジタル化の潮流に合わせた取組みとして、IoT 等の

スマート技術に対応した Smart Anything Everywhere Initiative が設立されている。 

(ii) 産業向けデジタルプラットフォームの推進 

産業間の相互運用性を確保できるデジタルプラットフォームを構築する。具体的には、

EU の研究開発プロジェクトである ARTEMIS を通じて開発された車載向けソフトウェアの

共通標準アーキテクチャ“AUTOSAR”、官民連携パートナーシップ Future Internet PPP を通

じて開発された IoT に対応した API 規格する“FIWARE”などの推進を行う。 

(iii) デジタル技術の格差解消 

政府機関は、教育機関や民間企業との連携を通じて、デジタル時代に対応した技能を持っ

た人材を育成するために、再教育の機会などを与える。 
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(iv) 産業のスマート化に向けたフレームワークの構築 

産業のスマート化に必要な規制枠組みを整備するために、安全性や法制度、データ保護

などを対象とした検討を進める。 

 

② Industry 4.0（ドイツ） 

ドイツでは、情報通信技術（IT）を活用し、製造分野のスマート化を進める施策として

Industry 4.0 を進めている。Industry 4.0 は、同国の技術戦略「ハイテク戦略 2020 行動計画」

のイニシアチブとして採択されて以降、重要な産業戦略として位置付けられ、官民連携に

よる取組みが進められている。Industry 4.0 は、IoT を製造プロセスに応用することで、複数

のバリューチェーンを水平統合し、バリューチェーン全体を通したエンジニアリングおよ

びデジタル統合、産業システムネットワーク化と垂直統合を進める取組みである。 

同国では、Industry 4.0 で取り組む優先課題として 8 テーマが掲げられ、これらの取組み

を進めるための組織として、ドイツ連邦省庁、業界団体、研究機関で形成される Industry 4.0

プラットフォームを中心に構成される「Industrie 4.0 プラットフォーム」を設立した。 

 

(i) 情報ネットワークの標準化および参照アーキテクチャの策定 

(ii) 複雑系システムの管理 

(iii) 産業向けに包括的なブロードバンド通信インフラを構築 

(iv) 安全とセキュリティ 

(v) 労働組織とワークデザインの設計 

(vi) 職業訓練と専門能力の継続開発 

(vii) 規制枠組みの策定 

(viii) エネルギーの効率化 

 

Industry 4.0 プラットフォームは、Governing Board（理事会）、Steering Committee（運営委

員会）、Scientific Advisory Committee（科学諮問委員会）により構成される。運営委員会の直

下には、具体的な取組みを推進するためのワーキンググループが設置されている。 

運営委員会は、Industry 4.0 の戦略策定や進捗管理等を行う機能を有しており、産業界・

学界・行政のメンバーにより構成される。 



11 

 

図 2-2 Industry 4.0 プラットフォーム 

（出所）Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 

 

③ Internet of things: making the most of the second digital revolution（英国） 

2014 年 12 月、Department for Business, Innovation and Skills（BIS）の傘下で科学技術政策

を担当する Government Office for Science から IoT についての施策「Internet of things: making 

the most of the second digital revolution」が発表された。 

これは Government Office for Science が英国における IoT の活用状況について検証を行っ

たもので、検証した内容から政府が今後取り組むべき施策をまとめたものとなっている。

同施策から出されている取組みとして以下が挙げられている。 

 

(i) 政府のリーダーシップ 

 IoT のビジョンと意欲を明確にして発展させる。 

 政府は打ち出したビジョンに対してリーダーシップを果たすために、障害を取り除き

IoT を促進させる取組みを打ち出す。 

(ii) 政府の役割 

 政府はデータから得られた購買力に基づいて、ベストプラクティスの例示や標準化に

取り組む。 

 政府機関は支援するプロジェクトに対しリスクの対処に努める。 

 政府の支援を受けたパイロットプログラムは可能な限りオープンデータとして活用

できるようにする。 

(iii) ネットワークと無線通信 

 IoT インフラのロードマップについて専門家とともに策定する。 

 政府、監督機関、産業界、教育機関は連携し、ネットワークと無線通信における接続
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性と連続性が最大になるように取り組む。 

(iv) 標準規格 

 政府、産業界、研究機関は連携し標準規格の策定に取り組む。相互運用性とオープン

性を有し、サイバー犯罪やテロリズムに対しセキュリティが確保された標準規格を策

定する。 

 専門家委員会を使い、標準規格を開発する実証プログラムを促進する。 

(v) 技術開発と研究開発 

 教育機関から技能を持った人材を輩出するようにするために、中学校から問題解決に

ついて考える数学を取り入れる。 

 政府、教育機関、企業は、人材開発とデータサイエンティストの輩出を優先課題とす

る。 

(vi) データ 

 オープン API の設計は、すべての公的機関と産業においてリアルタイムで公共データ

が利用できるようする。特にエネルギーと輸送分野での取組みを優先とする。 

(vii) 法規制 

 政府は技術革新や利害のバランスを考慮し、柔軟かつ適切な IoTの法規制を策定する。 

(viii) 信頼性 

 Centre for Protection of National Infrastructure（CPNI）と Communications and Electronics 

Security Group（CESG）は産業界や海外企業と連携し、セキュリティバイデフォルト に

基づいたセキュリティやプライバシーの原則を策定する。 

(ix) 協調 

 Digital Economy Council は、政府や企業参加の IoT 諮問機関を立ち上げる。 
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(3) アジアの動向 

① Master Plan for Building the Internet of Things（韓国） 

未来創造科学部は、Master Plan for Building the Internet of Things を 2014 年 5 月に発表し、

グローバルに競争優位性を持つ IoT 市場を構築するための施策を打ち出している。 

同施策では 2020 年までに、国内 IoT 市場を 30 兆ウォンにまで拡大させる、中小 IoT 企業

の海外展開を 350 社増加させる、中小 IoT 企業における雇用者を 3 万人に増加させる、IoT

を利用するユーザー企業における生産性および効率性を 3 割改善させる、ことを掲げてい

る。具体的には、以下の 4 つの方向性が挙げられている。 

 

(i) IoT エコシステム内における連携の深化 

(ii) オープンイノベーションの促進 

(iii) グローバルマーケットを視野に入れた IoT サービスの創出 

(iv) 大企業、中小企業、ベンチャー企業ごとに適した支援の実施 

 

② Smart Nation Initiative（シンガポール） 

シンガポール政府が 2014 年 11 月に発表した Smart Nation イニシアチブは、情報通信技術

を国家全体で活用し、社会、生活、ビジネス、地域の発展を目指すスマート国家構築の取

組みとなっている。同イニシアチブは Prime Minister's Office（PMO）内に設置された Smart 

Nation Programme Office が主導し、Infocomm Development Authority（IDA）を中心とした各

政府機関で運営されている。同イニシアチブではスマートシティの機能を国家レベルで導

入することが大きな目標だが、大学研究機関やベンチャー企業へ投資を進めることで技術

開発とビジネスを促進させるといった狙いもある。Smart Nation イニシアチブの中心となっ

ている IDA では様々な取組みが進められており、その中でも Smart Nation Platform（SNP）

は最も注目を集めている。SNPはスマート国家のプラットフォームとなるシステムであり、

街中に設置されたセンサネットワークから送られた情報が集約され、市民サービスやビジ

ネスに活用するというもの。さらに、国全体に無線ネットワークを張り巡らせることで、

ユーザーはどこにいても SNP を使ったサービスを利用できる。2015 年末には特定の地域の

実証が行われ、その後大規模な整備が進められる予定となっている。 

 

③ 互聯網＋（インターネットプラス）行動計画（中国） 

インターネットプラス行動計画は、モバイルインターネット、クラウドコンピューティ

ング、ビッグデータ、モノのインターネットなどと現代製造業との結合を推進し、電子商

取引、産業インターネット、インターネット金融の健全な発展を促進し、インターネット

企業による国際市場の開拓を導くことを目的とした行動計画である。同行動計画は、2015

年 3月の第 12期全国人民代表大会第 3回会議において打ち出されたもので、同年 6月には、

国務院会議において“インターネットプラス行動の積極的な推進に関する指導意見”が審



14 

議可決された。 

同指導意見においては、2018 年、2025 年までの段階的な目標が設定され、2018 年までに

経済発展の質や公共サービスの利便性向上等につながるネットワーク経済と実体経済の相

互発展の基盤を作り、2025 年までに“インターネットプラス”を経済・社会の改革・発展

の重要な推進力として新たな産業・経済システムのひな形を整えることを目指す、とされ

ている4。 

昨今の人工知能等への期待の高まりから、中国政府は人工知能を次世代の産業成長の動

力源として育成することを強調している。具体的には、2016 年 3 月に可決された 13 次 5 カ

年計画において、人工知能を主要戦略事業として選定されている。なお、インターネット

プラス行動計画においても、人工知能産業を集中育成するという意向が示されている。 

 

(4) 日本の動向 

わが国では、IT 総合戦略本部では、IT・情報資源の利活用で未来を創造する国家ビジョ

ンとして、「世界最先端 IT 国家創造宣言（以下、「創造宣言」という）」を策定している。2013

年 6 月 14 日閣議決定された後、毎年変更が加えられている。本年度は、2015 年 6 月 30 日

に閣議決定が行われ、IT を経済成長のエンジンとして位置付け、わが国の経済再生、課題

解決に貢献する観点から、従来の創造宣言を改定が加えられた。 

 最新の創造宣言では、これまで整備してきたマイナンバー制度などの IT 利活用基盤を積

極的に活用し、未来社会の産業創造、社会改革を念頭に置きつつ、世界に先駆けて「課題

解決型 IT 利活用モデル」を構築し、国民が実感できる「真の豊かさ」を実現することに重

点を置くものとしている。 

 新たな創造宣言では、次の 4 項目を柱として、目指すべき社会・姿を明らかにしてその

実現に必要な取組みを推進することとしている。 

 IT 利活用の深化により未来に向けて成長する社会 

 まち・ひと・しごとの活性化による活力ある社会 

 IT を利活用した安全・安心・豊かさが実感できる社会 

 公共サービスがワンストップで受けられる社会 

 

① IoT 推進コンソーシアム／IoT 推進ラボ（経済産業省・総務省） 

経済産業省および IoT／ビッグデータ／人工知能時代に対応し、企業・業種の枠を超えて

産官学で利活用を促進するため、民主導の組織として「IoT 推進コンソーシアム」を設立し

た。 

 

                                                        
4 http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/economics/briefing/pdf/R216-0032-XF-0105.pdf 
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図 2-3 IoT 推進コンソーシアム 

（出所）経済産業省公開資料 

 

IoT 推進ラボは、成長性・先導性、波及性（オープン性）、社会性に基づき、個別の IoT

プロジェクトを発掘・選定し、企業連携・資金・規制の面から徹底的に支援するとともに、

大規模社会実装に向けた規制改革・制度形成等の環境整備を行う。 

 

 

図 2-4 IoT 推進ラボの概要 

（出所）経済産業省商務情報政策局 公開資料 

 

先進的 IoT プロジェクトの組成と IoT プラットフォーマーの発掘・育成を図るべく、第 1

弾の支援として、1 月下旬～2 月上旬に以下の取組みが実施された。 
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1） 第 1 回 IoT Lab Connection（テーマ別企業連携・案件組成イベント） 

2） 第 1 回 IoT Lab Selection（先進プロジェクト選考会議：官民合同資金・規制支援） 

 

 

図 2-5 IoT 推進ラボの施策 

（出所）経済産業省商務情報政策局 公開資料 

 

(i) ビジネスマッチング（IoT Lab Connection） 

 新たなビジネスモデルの創出を目指す事業者が、関連する事業モデルや技術／サービス

等を有する事業者に出会う場として、シーズまたはニーズを保有する会員企業、団体、自

治体等向けのマッチングイベントを実施している。第 1 回のテーマとして、「①観光」と「②

製造（スマート工場）」が選定された。 

 

 

図 2-6 IoT Lab Connection の実施結果 

（出所）経済産業省 公開資料 
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(ii) IoT プロジェクト選考会議（IoT Lab Selection） 

 わが国において、新たな IoT ビジネスモデルの創出や IoT プラットフォーマーの発掘・育

成を図り、新たな成長の原動力をしていくことを目的として、政府関係機関、金融機関や

ベンチャーキャピタル（VC）などの支援機関と連携して資金的支援等を実施している。 

 

 

図 2-7 先進 IoT プロジェクト選考会議の概観 

（出所）IoT 推進ラボ 公開資料 

 

 スピード感ある支援・事業化を実現するために、IoT 推進ラボ事務局（JIPDEC）、NEDO、

IPA の 3 政府関連機関に対する公募型の枠組みに加えて、民間ファンド（金融機関・ベン

チャーキャピタル）からの支援枠組みを構築するなど、従来の政府調達等とは異なる仕組

みのもとで実施されている。 

 

 総申請数 252 件から書面・プレゼン審査により 16 件のファイナリストが選出され、さら

に、選考会議を通して特に優れたプロジェクトをグランプリ、準グランプリ、審査員特別

賞として表彰している。 

 

 Liquid 社「指紋による訪日観光客の個人認証（決済・本人認証）」 グランプリ 

 同社は、指紋のみで個人認証を可能とする生体認証システムを開発している。人工知能

を用いて指紋を特徴ごとに分類することで、現在 100 万個の認証に数百秒かかるものを 0.05

秒で実現。2 本の指で認証することで誤認リスクを 1 兆分の 1 に。本プロジェクトでは、プ

リンスホテル等と連携し、訪日観光客向けに、ホテル、店舗における指紋のみ（パスポー

トやカード不要）での本人確認や決済等を行う実証を実施する。 
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 aba 社「介護負担を軽減する排泄検知シート Lifi」 準グランプリ 

パラマウントベッド社と共同で、におい成分から被介護者の排泄を検知し介護者に通知

するシステムを開発している。におい成分と排泄パターンの学習により施設環境や個人の

差異も踏まえた検知を実現。適切なタイミングでのおむつ交換や、排泄パターンを踏まえ

た事前のトイレ誘導なども可能となる。 

これまで定時交換時のおむつ確認によっていた排泄検知を本システムで自動化すること

で、介護者の負担軽減と被介護者の生活の質の向上を同時に実現する。 

 

 ルートレックネットワークス社「点滴栽培の水と液肥を最適制御する農業システム」

準グランプリ 

世界的に普及が拡大する点滴栽培について、水や液肥の与え方を最適に制御するシステ

ムを明治大学との産学連携により開発した。ハウス栽培では 12 品目に導入し、収穫量が平

均 25～30％増加。1 年での投資回収を実現した。 

かん水や施肥の作業時間を 90％削減。本プロジェクトでは、より市場規模の大きい露地

栽培への拡大を目指す。また、点滴栽培のハードウェアの世界最大手ネタフィムと連携し、

グローバル展開を目指す。 

 

 エブリセンスジャパン社「企業ビッグデータや個人データの取引を仲介するシステム

によりデータ取引のプラットフォーマーを目指す」 審査員特別賞 

 

② 新産業構造部会による IoT・ビッグデータ・人工知能等による変革を踏まえた将来の

経済社会のあるべき姿の検討（経済産業省） 

IoT 社会に向けた経済産業省の取組みは、2030 年の新産業構造ビジョンを検討する「新産

業構造部会」と個別 IoT プロジェクトを発掘・選定する「IoT 推進コンソーシアム」の活動

が中心である。 

新産業構造部会では、官民の羅針盤として IoT、ビッグデータ、人工知能の進展を踏まえ

た 2030 年の「新産業構造ビジョン」の策定し、目指すべき将来像の共有を図ることを目的

として活動している。一方、IoT 推進コンソーシアムでは、官民で規制改革と新たな規格形

成を目指し、分野ごとに実証的な取組みを推進するとともに、ベンチャー等の IoT を活用し

たベンチャー等の先駆的なチャレンジを支援。あらゆる分野での革新的な産業モデルの創

出を目指している。 
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図 2-8 IoT 促進に関する経済産業省の施策 

（出所）経済産業省 公開資料 

 

新産業構造部会では、以下の 6 つのミッション（検討事項）について議論を進めている。 

 「第 4 次産業革命」のインパクト  

 IoT、ビッグデータ、人工知能といった新たな技術は、経済・社会にどのような変

革をもたらすのか 

 我が国経済が抱える構造的・社会的課題をどのように克服していくのか 

 個々人の暮らしの変革の姿はどのようなものか（光と影） 

 ゲームの変革を踏まえた我が国の戦略 

 海外のメインプレーヤーは、どのようなグローバル戦略を描いているのか 

 「第 4 次産業革命」による変革の中で、何が（誰が）付加価値を獲得するのか。

競争優位の鍵を握るのは誰か  

 日本の強み・弱みを分析した上で、それを活かして、政府・企業はどのような戦

略を描くか 

 その中で、中堅・中小企業、ベンチャー、担い手としての個人は、各々どういう

役割を担うのか 

 2030 年代に向けた主要分野の将来像・産業構造の姿 

 主な分野における将来像はどのようなものか 

 「第４次産業革命」による変革の結果として、どのような産業構造の転換が生じ

るか 

 2030 年代の就業構造の姿（どのような分野にどのような人材が求められるか） 

 2030 年代に向けた技術の在り方（ロードマップ） 

 官民の取組みの在り方（短期・中長期、その実行のスピードアップの在り方） 

 

産業構造部会では、ものづくり革新、流通・物流・小売、金融、医療・健康・介護、メ
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ディア・コンテンツ、農業、観光、エネルギー・スマートコミュニティの 9 つの主要領域

について議論を進めている。 

これまでに官民の戦略的取組について議論を進め、6 つの横断的な制度整備と 4 つの戦略

的取組（プロジェクト）を具体化した。 

 

 
図 2-9 新産業構造部会の検討結果 

（出所）経済産業省 公開資料 

 

③ 科学技術イノベーション総合戦略およびそれに関連する動向（内閣府） 

 2015 年 6 月に閣議決定された科学技術イノベーション総合戦略 2015 における、3 つの政

策分野（柱）の一つとして、「超スマート社会」の形成が記載された。 

 

（出所）内閣府「科学技術イノベーション総合戦略 2015（概要）」 

1） 大変革時代における未来の産業創造・社会変革に向けた挑戦 

「大変革時代」の中、わが国の国際競争力を強化し持続的な発展を実現していくことが、

大きな課題。このため、新しいことに果敢に挑戦し、新たな価値を積極的に生み出すととも

に、わが国の強みを伸ばしつつ、個別のシステムが分野や地域を超えて発展・統合し、ネッ

トワーク化される「超スマート社会」の形成を世界に先駆けて目指す。 

2） 「地方創生」に資する科学技術イノベーションの推進 

地域が持つ強みを活かし、イノベーションの核となる事業や企業を育てることで、地域の

活力を再生する。その際、地域において産学官金が連携して自律的に科学技術イノベーショ

ン活動を展開する仕組みが構築されることを目指す。 

3） 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の機会を活用した科学技術イノベー

ションの推進 

わが国が抱える課題解決の足がかりとして、大会をショーケースとして日本発の科学技術

イノベーションを国内外に発信し、わが国産業の世界展開を促進するとともに、2020 年以降

も経済の好循環を引き起こすトリガーとする。今後、民間企業の参加を促し、大会に向けて

取り組むべき９つのプロジェクトを具体化する「事業計画」の策定とその推進を図る。 
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この超スマート社会を実現するために、「共通基盤技術や人材の強化（IoT、ビッグデータ

解析、数理科学、AI、サイバーセキュリティ、センサ、ロボット、素材、ナノテクノロジー

等）を進めることが掲げられた。2015 年 9 月には具体的な検討を進めるための場として「基

盤技術の推進の在り方に関する検討会」が内閣府に設置され、4 回の検討会を経て同年 10

月には取りまとめ案が公表された。取りまとめ案では、以下のような超スマート社会の姿

を定義した上で、具体的に取り組むべき課題等が整理された。 

「超スマート社会」とは、「必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要な

だけ提供し、社会の様々なニーズにきめ細やかに対応でき、あらゆる人が質の高いサー

ビスを受けられ、年齢、性別、地域、言語といった様々な制約を乗り越え、活き活きと

快適に暮らすことのできる社会」である。 

加えて、内閣府では、2016 年 1 月にシステム基盤技術検討会を設置し、超スマート社会サー

ビスの共通プラットフォーム（超スマート社会サービスプラットフォーム）の構築に必要

となる技術課題や社会実装に向けた課題等を検討するための議論が行われている。 

 

 

図 2-10 超スマート社会サービスプラットフォームが創出する価値（上）とシステムイメージ（下） 
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 具体的な検討項目は下表のとおり。 

 

表 2-1 超スマート社会サービスプラットフォームの構築に向けた検討項目 

検討項目 概要 

プラットフォームの在り方 • ハードウェア、ソフトウェアといったシステム的な面と、シス

テムを有効活用するための標準化、制度、ルールといったソフ

ト的な面を含め、超スマート社会サービスプラットフォームと

しての在り方 

• 超スマート社会サービスプラットフォームの必要性の再確認、

課題の明確化 

• 超スマート社会サービスプラットフォームが社会実装される

時期、規模感 

プラットフォームの社会 

実装向けた課題と留意事項 

• 研究開発課題の抽出のため、異なる分野のシステムの連携の

ユースケースの設定 

• インターフェースの標準化、基盤整備（複数システム間のデー

タ利活用を促進するためのデータ形式や交換手順の標準化、大

規模化するシステムに対応可能な情報通信基盤） 

• セキュリティ 

• データの活用 

• 新たなサービスの創出に向けた対応 

技術及び研究開発方策 • サイバー空間における情報の流通・処理・蓄積に関する技術 

• 現実世界で機能する技術 

（出所）内閣府「システム基盤技術検討会 公開資料」 

 

④ 人工知能／ビッグデータ／IoT／サイバーセキュリティ統合プロジェクト（文部科学

省） 

人工知能／ビッグデータ／IoT／サイバーセキュリティ統合プロジェクト（AIP：Advanced 

Integrated Intelligence Platform Project）は、文部科学省が新たに実施することとした研究開発

であり、平成 28 年度概算要求額 100 億円、平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 年間で

実施される大規模研究開発である。 

理化学研究所に新たに設置する「AIP センター」と科学技術振興機構が実施する「新領域

開拓者支援」を一体的に実施することで、世界最先端の人材を結集し、革新的な人工知能

技術を中核として、ビッグデータ･IoT･サイバーセキュリティを統合した研究開発を行う拠

点の整備や、イノベーションを切り開く独創的な研究者等の支援を推進する取組みである。 
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図 2-11 AIP の取組概要 

（出所）文部科学省 公開資料 

 

⑤ AIP センター（理化学研究所） 

AIP センターでは、革新的な人工知能技術を中核とした研究や実証・実用化のための次世

代の基盤技術を大学等と連携し、研究開発を行い、様々な人工知能･機械学習･ビッグデー

タ解析等の技術を組み合わせ、革新的で高度な「統合プラットフォーム」を実現する。 

加えて、様々な応用分野と緊密に連携し、科学技術の振興と社会の発展に具体的に貢献

することを目指す。 

 

⑥ 新領域開拓者支援（科学技術振興機構） 

 情報科学技術分野の新しいアイデアの可能性を模索し新たなイノベーションを切り開く

独創的な研究者等を支援するプロジェクト（100 課題を採択）。 

また、AIP センターでは、従来型の研究開発活動に加えて、新たなセンサ開発等による多

様かつ大量データを活用し、新たな価値の創造と AI 開発をスパイラルに推進する役割を担

う。産官学が連携した研究開発の推進等により、当該分野における研究者の育成やデータ

サイエンティスト等の醸成等の人材育成の側面も有する。 
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図 2-12 AIP プロジェクトにおけるビッグデータ連携の例 

（出所）文部科学省 公開資料 
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【次世代の人工知能技術の研究開発における３省連携体制】 

 わが国では、文部科学省・経済産業省・総務省の 3 省横断で次世代の人工知能技術の研究

開発に関する体制・枠組みを構築し、各分野でのビッグデータの集積・センサデータの量的・

質的拡大（IoT の推進）や人工知能の技術的ブレークスルー（自ら特徴を捉えて進化する人工

知能）、研究開発成果の他省庁展開による新産業・イノベーションの創出等を目指す。 

 現在検討が進められている事項は以下のとおり。 

1. マネジメントレベルを含むクロアポの推進や、相互の連携ラボ・オフィスの設置等 

2. 協力フレームワークの設定や、会議関係の一体運用・相互乗り入れ 

3. 科学技術上の研究インフラ（計算機資源）、人材育成、萌芽的な基礎研究等 

4. 海外の人材・技術へのアウトリーチ 

5. 知財戦略・標準化 

6. 事業化支援・市場ニーズ発掘・市場探索 

 

 

図 2-13 人工知能技術の研究開発に関する 3 省連携 

（出所）文部科学省 公開資料 
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⑦ IoT／ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り方（総務省） 

 総務省では、2015 年 9 月に、「IoT／ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在

り方」について情報通信審議会に諮問し、情報通信審議会情報通信政策部会および IoT 政策

委員会において調査・審議が行われ、同年 12 月に中間答申として取りまとめられた。 

 同中間答申では、IoT／ビッグデータによる経済効果に期待が高まる一方、これらの技術

革新による産業構造の変革などによりわが国の産業競争力を大きく左右するとしている。

こうした問題認識のもと、「急増するデータの利活用とそれによる価値の創造」および「世

界最高水準の ICT 基盤（データ、人材、ネットワーク）」により、新産業やイノベーション

につながる第 4 次産業革命を実現することが目指すべき方向性と位置付けており、以下の

とおり具体的な課題例と取組内容が提示された。 

 

 

図 2-14 第 4 次産業革命を実現するために必要な課題例と取組内容案 

（出所）総務省 公開資料 
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2.1.2 国際標準化動向 

超スマート社会の実現において、わが国がグローバルに優位性を築くためには国際標準

化を先導することも必要となる。国際標準化は、国際的な連携の強化や国内モデルのグロー

バル展開に非常に優位に働く可能性を秘めているためである。 

 そこで、本節では国内外のスマート社会ソフトウェア分野の標準化の動向を整理した。

なお、本節は、昨年度の調査報告書をアップデートする形で整理を行った。 

超スマート社会の分野では、2012 年頃より、標準化団体に加え、民間企業によるアライ

アンスやコンソーシアムの設立が相次いでおり、類似のテーマを対象に複数の団体が競い

合う環境になっている。標準化を通じて、自社の技術やノウハウを共通仕様化し、イニシ

アチブをとることが狙いと言われている。 

 

 

図 2-15 社会システム（IoT やスマートシティ等）の標準化 

（出所）経済産業省 公開資料 
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(1) ビジネスにおける国際標準化の意義・重要性 

1995 年に発効した WTO/TBT
5協定（貿易の技術的障害に関する協定）は、各国に対し強

制規格や適合性評価手続きの作成や改正を行う際に、原則として国際規格（ISO/IEC 等）を

基礎とすることを義務付けている。これらの協定により、国際標準は国内で作成される標

準の基礎となっている。 

 

 

図 2-16 国際標準化機関と WTO（世界貿易機関） 

（出所）市川芳明「スマートシティに関する国際標準化の概況－ISO/TC268/SC1 とその周辺」 

 

 

図 2-17 標準化の領域 

（出所）市川芳明「スマートシティに関する国際標準化の概況－ISO/TC268/SC1 とその周辺」 

                                                        
5 WTO: World Trade Organization、TBT: Technical Barriers to Trade 
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① デジュール標準について 

ISO（国際標準化機構）は、スマートコミュニティに関連する標準全般を策定しており、

社会制度も含むサステナブルな都市開発運用標準、都市の構成要素のうち都市インフラに

焦点を当てた評価指標、フレームワーク等の標準化活動を行っている。 

IEC（国際電気標準会議）は、スマートシティに関連する電気システムの標準化を検討し

ており、従来のコンポーネント標準ではないシステム標準について、システム委員会（SyC）

を設立して活動している。 

情報技術の国際標準化を担う ISO/IEC JTC 1（ISO/IEC 情報技術合同専門委員会）は、超

スマート社会に関連するシステム統合を推進する組織としてスマートシティ研究グループ

を立ち上げ、標準化すべき領域を検討している。また、2014 年 11 月の JTC 1 総会において、

ビッグデータとモノのインターネット（IoT）の標準を開発する作業グループが設置された。 

ITU-T（国際電気通信連合-電気通信標準化部門）は、環境と気候変動の研究グループ SG5

においてスマートサステナブルシティ（Smart and Sustainable Cities、以下、SSC）に関する

フォーカスグループ（Focus Group、以下、FG）を設置し、SSC における情報通信技術の役

割とロードマップ、SSC のためのインフラ、SSC の重要パフォーマンス評価指標 KPI と評

価手法、および、他機関との連携と戦略の 4 点を検討してきた。 

2015 年 6 月にジュネーブの ITU 本部で開催された TSB（Telecommunication Standardization 

Bureau）会合において、新 SG（Study Group）「SG20 : IoT and its applications including smart cities 

and communities（SC&C）」が設立された。SG20 のミッションは「IoT とその応用」に関す

る検討で、当面は FG-SSC が検討してきたスマートシティへの応用を検討する他、今後、E

ヘルスやE農業など様々な応用を含む IoTを検討していく方針である。SG20の課題構成は、

既存の SG から IoT に特化した課題を移行することで構成されている。 

このほか、欧州標準化機関（CEN/CENELEC/ETSI）は、上記の ISO/IEC/ITU-T について、

欧州における超スマート社会に関連する規格間の調整を行っている。 
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図 2-18 スマートシティ以外の個別テーマごとの国際標準化（デジュール）の動き 

（出所）経済産業省 公開資料 

 

② デファクト標準について 

デファクト標準の代表には、無線 LAN を典型例とする米国電気電子学会（IEEE）規格や

インターネットのインターネット技術タスクフォース（IETF）規格等国際標準化団体によ

る活動がある。一般に、IEEE や IETF 等は ISO や IEC のような国際機関ではないのでデファ

クト標準に分類される。 

表 2-2 にデジュール標準とデファクト標準との比較を示す。 
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表 2-2 デジュール標準とデファクト標準との比較 

 デジュール標準 デファクト標準 

定義 標準化機関が制定する標準 市場競争で多数を占めた事実上の標準 

長所 

1. 策定プロセスがオープン 

2. 世界単一標準が原則 

3. メンバーシップがオープン 

4. 標準の保守が保証される 

5. サプライヤが増え、モジュール化が可能 

1. 策定プロセスの速度が迅速 

2. 標準の普及と製品の普及が同時 

3. 標準の一本化は市場競争に依存 

4. 自規格をデファクト標準化できた企業が市

場を支配 

短所 

1. 標準策定の速度が遅い 

2. 標準の普及と製品の普及にタイムラグが 

存在 

3. 技術のフリーライドの発生 

1. 情報公開が不完全で、囲い込みが行われる

懸念 

2. メンバーシップが閉鎖的 

3. 標準の改正手続きが不透明 

4. サプライヤが限定され、製品価格が下がり

にくい 

（出所）日本規格協会 

 

デジュール標準では、アーキテクチャや運用条件の規定を行う。一方、デファクト標準

では、詳細な動作やインターフェースを規定することが多い。近年は特にデジュール標準

とデファクト標準が密接な関係を持ちつつ発展することが多く、担当者（研究者）の共通

化や積極的なリエゾン関係の構築も行っている。 

以下では、超スマート社会に関連するわが国のインフラ輸出に資するため、スマートコ

ミュニティ／シティ標準化活動の幹事国および議長となり、国際標準化を主導している

ISO/IEC の活動状況、ならびに JEITA（本専門委員会）にてスマートシティ研究グループへ

の寄書（N 文書）作成に貢献した JTC 1 の国際標準化活動の状況について紹介する。合わせ

て、IEEE、ITU および業界アライアンス等による国際標準化活動についても紹介する。最

後に、経済・社会・環境が持続可能なスマートシティ＝超スマート社会のための評価手法

について述べる。 

 

(2) ISO における国際標準化 

ISO は、専門委員会 TC268（Technical Committee）と分科委員会 SC1（Subcommittee）を

2012 年 2 月に設立し、他の標準化機関に先駆けてスマートコミュニティの標準化活動を始

めた。わが国は、この SC1 Smart Community Infrastructures において議長と幹事を務め、スマー

トコミュニティ・インフラに関する標準化を先導している。 

TC268/SC1 では、都市をインフラ、施設、サービスのレイヤーからなる 3 層モデルとし

て捉え、施設（住居、病院等）やサービス（教育、ヘルスケア等）の基盤となる都市のイ

ンフラ（エネルギー、水処理、交通、廃棄物処理、通信等）に注目している。現在、TC268/SC1
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では作業グループ（WG1：Infrastructure metrics）を設置し、スマート都市インフラに関する

スマート化評価指標の標準化を行っている。 

ISO TC268/SC1WG1 は、スマートコミュニティを実現する都市インフラを適切に評価す

るための評価指標の標準化を進めている。政府、自治体、投資家などのインフラ調達側の

ニーズをベンダ、コンサルタントなどの提供側が理解し、都市インフラが同一基準で評価

できるようにしてその国際交易の促進を目指す。既に、インフラ評価指標の標準化の基本

コンセプトと既存の指標の調査結果を技術報告書 TR37150 として、2014 年 2 月に発行し、

さらに普及促進のためのパンフレット（Smart community infrastructures Lessons learned
6）を

公開した。 

続いて、都市インフラを適切に評価するための評価指標を決定するための原則と要件を

規定した技術仕様書 TS37151 を 2015 年 5 月に発行した。 

 

 

図 2-19 ISO/TS 37151 に係る評価指標の利用者と便益 

（出所）遠藤功「ISO DTS 37151 の紹介｣ 

 

                                                        
6 http://www.iso.org/iso/executive_summary_iso_37150.pdf 
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図 2-20 一般要求事項「指標選定ステップのイメージ」 

（出所）遠藤功「ISO DTS 37151 の紹介」 

 

(3) IEC における国際標準化7
 

① 市場戦略評議会（MSB）による白書発行 

 IEC は、市場戦略評議会（MSB：Market Strategy Board）において技術と市場の動向を調

査・把握し、将来の標準の必要性等を白書にまとめて勧告している。わが国からもエキス

パートを派遣し、2014 年に、スマートシティに関係する以下 2 件の白書が発行された。 

 

【IEC 白書 1】大規模災害対策に関する白書8
 

 災害対応のための電気継続計画・システムの重要性を提示（2014 年 3 月発行） 

 電気継続のための大災害時のアクション計画（ECP：Plans） 

 大災害向け電気を継続するための設備とその環境（ECS：Systems） 

 

                                                        
7 IEC 事業概要, IEC 活動推進会議（2015）, http://www.iecapc.jp/documents/gaiyou/2015_gaiyou_ippan.pdf 
8  Microgrids for disaster preparedness and recovery With electricity continuity plans and systems, IEC（2014）, 

   http://www.iec.ch/whitepaper//pdf/iec_WP_ microgrids_for_disaster_2014-LR-en.pdf 
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図 2-21 大規模災害対策のための ECP/ECS
9
の相互運用性の階層 

（出所） IEC「Microgrids for disaster preparedness and recovery With electricity continuity plans and systems」 

 

【IEC 白書 2】スマートシティ白書10
 

 電気は都市インフラのコアであり、都市開発の鍵になる。電気システム標準開発のス

マートシティ標準化における役割を提示（2014 年 11 月発行） 

 

2015 年 11 月に日本（東京フォーラムで開催された IEC 総会）にて、「都市インフラを統

合して、持続可能なスマートシティを構築する<Orchestrating infrastructure for sustainable 

Smart Cities>」というタイトルの白書が発行された。 

本白書は、スマートシティ分野における標準化の必要性、ならびに IEC がその標準化作

業に携わるべき理由について、一般向けに解説するものである。 

 

本白書の概要は以下のとおりである。 

 第一に、電気があらゆる都市インフラシステムのコアであり、かつ都市開発を可能に

する鍵であることを確認した上で、IEC が一連のスマートシティ標準開発おいて独自の

役割があると結論付けている。 

 また、統合化したバーチャルな組織活動の集合体＜多様な利害関係者集団が全体とし

て都市の運営・持続活動に参加し、都市をスマートな形態に変えるもの＞として都市

をモデル化することが重要であると提言している。さらに、様々な領域間の相互運用

性が統合にとって重要であると提言している。 

 最後に、国際的に同意されたスマートシティ標準＜相互運用性を支援し、スマートな

統合システムの実務導入を保証するための技術的な仕様・分類を含む国際標準＞の必

要性を強調している。 

 

                                                        
9  Electricity Continuity Plans/Systems:電気継続計画・システム 
10 Orchestrating infrastructure for sustainable Smart Cities, IEC (2014), 
   http://www.iec.ch/whitepaper/pdf /iecWP-smartcities-LR-en.pdf 
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② システム評価グループ（SMB/SEG）によるシステムアプローチ 

スマートシティの実現には、多くの企業や事業者が参画し、構築に利用される様々な技

術の相互運用性が必要になるため、標準化が極めて重要となる。ここで、スマートシティ

のように複雑で大規模なシステムの標準化を進めるには、個々の技術領域の標準化作業を

積み上げるボトムアップアプローチより、全体アーキテクチャを構築して、不足部分の標

準化を進めるトップダウン的なシステムズアプローチが効率的であると言われている。 

SMB（Standardization Management Board：標準管理評議会）は、2012 年にアドホックグルー

プを設置してシステムアプローチについて検討を行った結果、単一の TC で扱えない広い技

術分野に関して、SEG（Systems Evaluation Group：システム評価グループ）を設置して標準

化活動が必要か評価し、必要と判断されれば、SyC（Systems Committee：システム委員会）

を設置して具体的な標準策定を進める手続きと組織を新設した。 

 

③ SEG 1: Systems Evaluation Group – Smart Cities 

 前項に述べた SEG のうち、スマートシティに関するシステム評価グループ SEG 1（SEG–

Smart Cities）が、議長を日本、ドイツと中国を共同議長として 2013 年 6 月に設置された。

SEG 1 は、スマートシティに関する SyC 設立の前段階として、SyC の作業範囲、参加者他

を検討し SMB に勧告する。SEG 1 では各国から提案された市場ニーズに基づく作業グルー

プ（WG）を複数設置して検討を行い、SEG 1 レポートを作成した。 

わが国からは、白書で提言した大規模災害対策に関するコンセプト：電気継続計画とシ

ステム（ECP & ECS：Electricity Continuity Plans & Systems）をもとにした都市機能継続性（City 

Service Continuity）の WG を提案し、電力供給の継続性を核として都市機能継続性の実現を

図る SEG 1 レポートを作成した。 

 

④ システム委員会（SMB/SyC）によるシステムズアプローチ 

スマートシティの実現には、多くの企業や事業者が参画し、構築に利用される様々な技

術の相互運用性が必要になるため、標準化が極めて重要となる。ここで、スマートシティ

のように複雑で大規模なシステムの標準化を進めるには、個々の技術領域の標準化作業を

積み上げるボトムアップアプローチより、全体アーキテクチャを構築して、不足部分の標

準化を進めるトップダウン的なシステムズアプローチが効率的であると言われている。 

SMB は、2012 年にアドホックグループを設置してシステムズアプローチについて検討を

行った結果、単一の TC で扱えない広い技術分野に関して、SyC（Systems Committee：シス

テム委員会）を設置して具体的な標準策定を進める手続きと組織を新設した。 
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図 2-22 IEC における標準化の新たなアプローチ 

（出所）上野文雄「IEC/SMB Smart Cities の活動紹介」 

 

⑤ システム委員会（SyC） 

SMB 下に TC（Technical Committee：専門委員会）横断的な規格を策定するシステム委員

会（SyC）が新設され、システムズアプローチに基づく標準化活動が開始された。 

2016 年 2 月にスマートシティの委員会（SyC Smart Energy）が設立された。この SyC は、

都市の一体化・相互交流・効率性の向上のための電気技術分野における標準策定を推進す

る。標準の必要性を把握して課題を設定し自ら標準を開発するとともに、既存の各委員会

SyC/TC/SC や他の標準化機関に勧告を出したり、共同作業を行うこともある。 

なお、現在 IEC では、Smart Energy と AAL（Active Assisted Living：自立生活支援）の分

野でそれぞれ設立され活動を始めている。例えば、欧州では欧州指令 M/490 に基づき、

CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group（SG-CG）がシステムズアプローチを推

奨しており、IEC/SyC Smart Energy でも採用される見込みである。 

システムズアプローチを適用するには、既存のスマートグリッド標準規格＜IEC/Smart 

Grid Mapping Tool–Architecture view
11＞やスマートグリッド・アーキテクチャモデル   

＜SGAM : Smart Grid Architecture Model＞（図 2-23）を参考にして、スマートシティのアー

キテクチャモデルを構築し、ユースケース（具体的な実施例）を分析・評価して標準化へ

の要求事項をアーキテクチャモデルにマッピングする。そして、このアーキテクチャマッ

ピングのギャップ分析を行い、そこから規格・標準に不足する部分を明らかにし、標準全

体を整備していく必要がある。 

                                                        
11  http://smartgridstandardsmap.com/Standards.jsp 
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図 2-23 スマートグリッド・アーキテクチャモデル（SGAM : Smart Grid Architecture Model） 

（出所）CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group, “Smart Grid Reference Architecture”12 

 

 

図 2-24 ドイツが提案した“Smart City Infrastructure Architecture Model（SCIAM）” 

（出所）DKE/DIN Roadmap ver.1.0 The German Standardization Roadmap Smart City13 

                                                        
12  ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/HotTopics/SmartGrids/Reference_Architecture_final.pdf 
13  http://www.dke.de/de/std/AAL/Documents/EN_Roadmap%20Smart%20City.pdf  
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スマートグリッド・アーキテクチャモデル＜SGAM : Smart Grid Architecture Model＞と比

較すると、相互運用性の階層（Interoperability Layers）と制御対象範囲（Zones）はほぼ同じ

であるが、都市インフラ分野（Domains）は、供給/廃棄物管理、上下水、交通、ヘルスケア

/Active Assisted Living、治安、エネルギー、ビル、工場と拡張されている。 

 

⑥ スマートエコシステムにおけるセキュリティと安全性 

■ドイツ提案：スマートエコシステム14
 

産業界や社会において、新しく革新的なビジネスモデルやサービスを実現するためには

ソフトウェアは不可欠であり、他システムに相互接続できる製品を提供することが企業の

強みとなってきている。 

  特に、製造業における Industry 4.0 とスマートファクトリは脚光を浴びており、ソフトウェ

アシステムの相互接続の例としては、自動車業界では CAR-2-X Communication、エネルギー

業界ではスマートエネルギー、医療機器業界ではスマートヘルス、農業においてはスマー

トファーミングがある。 

  これらを総称したスマートエコシステムは物理世界とデジタル世界を統合し、全く新し

いビジネスモデルを作り上げることができる。このようなシステムを開発するためには、

単一で動くシステムから、オープンで、相互につながり、拡張可能で、サービス重視のソ

フトウェアエコシステムへのパラダイムシフトが必要となる。また、そのためにはシステ

ムを開発する組織そのものも変わらなければならず、組織を越えた協調がこのようなシス

テム開発への重要な要素となる。 

  今後ますますデジタル化、スマート化する物理世界において、IoT（Internet of Things）、IoS

（Internet of Services）そして IoD（Internet of Data）などが互いに融合していくことによって

起こる、スマートエコシステムから始まるビジネスイノベーションへの期待はさらに増し

ている。 

ドイツ Industry4.0（エンジニア寄り）や米 Industrial Internet Consortium（IT 寄り）が様々

な視点をまとめて、IoT イノベーションの全体像を構築している。Industry4.0 を含むスマー

トエコシステム“SMART Ecosystems”の全体像は、3 段階（i. System of systems →  

ii. Evolution → iii. Revolution）のシステム統合である。 

アルビン・トフラーが提唱した「第三の波」は、第 2 段階（ii. Evolution）の「効率化」

であり、SoES（System of Embedded Systems = Cyber-Physical-Systems）と SoIS（System of 

Information Systems = Emergent Software）から構成される。 

スマートエコシステムは第 3 段階（iii. Revolution）の「新たなビジネスモデル」であり、

新たなサービスと雇用を生み出す。真の Benefit は、ビッグデータを活用し、製造分野の

Industry4.0（Smart Factory）, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Farming, Smart Health, ... Smart 

                                                        
14  ドイツ・フラウンホーファー研究機構 実験的ソフトウェア工学研究所（IESE）所長 ディーター・ロンバック博士

「スマート・エコシステム」講演, 2015-2-20, IPA/SEC 特別セミナー「IoT 時代のソフトウェアエンジニアリングと

ビジネスイノベーション」 
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X のすべてのシステムを IoT/Bigdata Platform で統合することによってもたらされる。 

例えば、工場から外へ出る場合には、分野間を跨るシステムの流れを表現する「システ

ムアーキテクチャ（ハードウェアやソフトウェアではない）」が必要となり、Smart Energy

分野で欧州標準の「システムアーキテクチャモデル」を構築している。 

スマートエコシステムが目指す第 3 段階（iii. Revolution）において、SoES の課題は Safety

であり、SoIS の課題は Security である。 

 

 

図 2-25 ドイツ・フラウンホーファー研究機構：スマートエコシステム（Industry 4.0） 

（出所）フランホーファー研究機構「将来のイノベーションを実現するためのスマートエコシステム15」 

 

(4) ISO/IEC JTC 1 における国際標準化 

情報技術の国際標準化を担う ISO/IEC JTC 1（ISO/IEC 合同専門委員会）は、スマートシ

ティの研究グループ（Study Group、以下、SG という）を立ち上げ、JTC 1 が標準化すべき

領域を検討している。また、ビッグデータと IoT の標準を開発する作業グループ（Working 

Group、以下、WG という）も設置された。 

 

① ISO/IEC JTC 1/WG 9（Big Data）および ISO/IEC JTC 1/WG 10（IoT）の設置 

近年、ビッグデータや IoT を活用してビジネスを活性化する動きが加速している。これを

受けて、情報技術に関わる国際標準化を担う ISO/IEC JTC 1 では 2014 年 11 月にアラブ首長

                                                        
15 http://sec.ipa.go.jp/seminar/20150220.html 
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国連邦のアブダビで開かれた総会においてビッグデータと IoT の二つのテーマに対する新

しい作業グループの設置が決議された。現在、それぞれの作業グループの第一回目の会合

が準備されているところであり、当該分野における用語定義やリファレンスアーキテク

チャ等の規格から開発していく計画となっている。 

一般社団法人 情報処理学会情報規格調査会は、国際標準化活動を行う委員会として、

「ビッグデータ小委員会」および「インターネットオブシングス小委員会」を新設した。 

新設小委員会は、これら ISO/IEC JTC 1 における作業グループにわが国として対応してい

く活動を推進することを目的として設置され、ビッグデータや IoT に関する仕組みやデータ

の標準化が図られることで、情報の共有化が進み、社会生活のさらなる利便性の向上、産

業の活性化の推進を狙う。また、今回の国際標準化活動においてはわが国の貢献が極めて

重要な役割を果たすことが期待されている16。 

 

② スマートシティ研究グループ（ISO/IEC JTC 1/WG 11 on Smart Cities）の設立 

2014 年 11 月にアラブ首長国連邦のアブダビで開かれた JTC 1 総会において、スマートシ

ティ研究グループ（SG on Smart Cities）から報告書の提出と説明が行われた。用語等につい

ては、ISO や IEC で既に行われているため、現状 JTC 1 での規格開発は特に必要ないとのこ

とで、スマートシティ特別作業グループ（SWG on Smart Cities）を新設することが提案され

た。しかし、「システム統合（Systems Integration）」についての結論が得られていない状況な

ので、SWG を新しく作ることは避けて研究グループ（SG）を再構築することが議長から提

案され、承認された。2015年 10月の JTC 1総会にて SG on Smart Citiesの最終報告を受けて、

スマートシティ作業グループ（ISO/IEC JTC 1/WG 11 on Smart Cities）設立が決定された17。 

なお、「システム統合（Systems Integration）」については、2016 年 3 月にパリで開かれた

JTC 1 Advisory Group（JAG）会議において議論され、JAG 内にサブグループとして JAG-SIF

（Systems Integration Facilitation）を設置し、Systems Integration Guideline のメンテナンスと

ともに、JTC 1 内のすべての Systems Integration Entity に対するファシリテーションをこのサ

ブグループのメンバーで実施することとなった18。 

上記スマートシティ研究グループ報告書（ISO/IEC JTC 1/SG 1 N86/N87）において、スマー

トシティの複数のアーキテクチャモデルが列挙されており、ドイツ提案（図 2-24）：スマー

トシティ・インフラのアーキテクチャモデル＜SCIAM＞と合わせて、日本提案の「社会イ

ンフラ分野の新情報利活用モデル」JEITA I-model2.0＜The Capital I-model＞が、Annex とし

て記載された（図 2-26）。 

 

                                                        
16 一般社団法人 情報処理学会プレスリリース（2015 年 1 月 22 日） 
17 情報処理学会 情報規格調査会 技術委員会 JTC 1 Plenary 会議報告（2014 年 11 月 28 日） 
18 情報処理学会 情報規格調査会 技術委員会 JTC 1 Advisory Group 会議報告（2016 年 4 月 25 日） 
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図 2-26 日本提案：スマートシティのアーキテクチャモデル（The Capital I-model） 

 

(5) IEEE における国際標準化 

IEEE（The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.）は、アメリカ合衆国に本部

を持つ電気工学・電子工学技術の学会である。対象とする分野は電気工学を源流とする通

信・電子・情報工学とその関連分野に及ぶ。専門分野ごとに計 39 の分科会を持ち、それぞ

れに会誌（論文誌）を発行している。他に主な活動として標準化活動（規格の制定）を行っ

ている。 

IEEE では、2014 年 6 月に、M2M/IoT 業界における規格の標準化を進めるプロジェクト

「IEEE P2413」を設立した。医療・運輸・製造など個別分野で独自に標準化が行われている

が、P2413 では、産業横断的な相互接続性を実現するための共通のフレームワーク（アーキ

テクチャル・フレームワーク）の策定を目指している。 
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図 2-27 産業横断的な相互接続を行うためのアーキテクチャル・フレームワーク 

（出所）IEEE Standards Association 公開資料 

 

P2413 では、当該分野の国際標準化に取り組んでいる各機関と連携をとりつつ、国際的な

標準化を推進している。現在参加企業は 25 社であり、わが国からは日立製作所、東芝、ル

ネサスエレクトロニクス、横河電機等が参加している。 

 

(6) ITU における国際標準化 

ITU-T では、M2M 通信に関して、Focus Group（FG）-M2M を発足し、動向調査を行って

いる。また、2015 年 6 月の ITU-T 電気通信標準化アドバイザリーグループ（TSAG）会合で

IoT に関するサブ WG（SG20：IoT and its applications including smart cities and communities

（SC&C））の設立に合意が行われ、第一回会合が同年 10 月に開催された。SG 議長国は UAE、

副議長および WP 議長・副議長にスペイン、サウジアラビア、アルゼンチン、中国、イタ

リア、ロシア、韓国、日本、エジプトが指名された。 

第一回会合において、各国から 94 件提案（寄書）が行われ、寄書の議論・検討に基づき

検討課題が設定され、今後の検討課題が固まった。SG20 における研究課題には、関連する

SG における IoT 関連検討課題が集約される他、SG5 配下に設置された FG-SSC（Focus Group 

on Smart Sustainable Cities）における 2013～2015 年の活動で得られた成果が活用される。 
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表 2-3 SG20 の構成および研究課題 

課題 タイトル 

1/20 Research and emerging technologies including terminologies and definitions 

2/20 Requirements and use cases for IoT 

3/20 IoT functional architecture including signalling requirements and protocols 

4/20 IoT applications and services including end user networks and interworking 

5/20 SC&C requirements, applications and services 

6/20 SC&C infrastructure and framework 

（出所）一般社団法人 情報通信技術委員会 公開資料 

 

(7) 業界アライアンス等による活動 

① Industrial Internet Consortium 

 Industrial Internet Consortium（以下、IIC という）は、GE 社が掲げる Industrial Internet に

関する業界団体であり、Intel や AT&T、CISCO、IBM 等が参加する。ただし、IIC のウェブ

サイト上の FAQ をみると、IIC は「IIC はインターネットや産業界のグローバルな標準の開

発プロセスに、より統合化する方向へ働きかけるような影響を与えることになろう」とし

ており、IIC 自身が標準化を進めることを目的としていない。 

 

② ALLSEEN ALLIANCE 

ALLSEEN ALLIANCE は、クアルコムが中心となり設立された業界団体である。同アライ

アンスには、クアルコム、LG、シャープ、ハイアール（Haier）、パナソニック、シスコシ

ステムズ、シリコン・イメージ（Silicon Image）、TP-リンク（TP-LINK）などが参加してお

り、スマートホーム実現に向けて、相互運用性のあるデバイスやサービスを実現するため

のオープンソフトウェアフレームワークの開発を進めている。 

 

③ IETF 

IETF（The Internet Engineering Task Force）は、インターネット技術全般の標準化を行う組

織であり、「6Lowpan：RFC6568 など」、「RPL：RFC6550 など」が IoT に関連する標準化で

ある。 

 

④ 3GPP 

M2M 通信に関して、移動通信システムの国際標準化団体である 3GPP では「MTC（Machine 

Type Communication）」という名称で標準化が行われている。この MTC の標準化は、2014

年に完了しており、標準技術仕様書「リリース 12」公開された。 
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⑤ ETSI 

欧州における IoT 標準化を検討している。ユースケース（GS LTN001）、アーキテクチャ

（GS LTN002）、インターフェース（GS LTN003）標準を策定した。その成果を oneM2M 等

へ提案している。 

 

⑥ oneM2M 

ETSI や TTC、ARIB などの標準化団体が集まり、M2M の共通仕様化を検討している。2015

年 1 月に Release1 を発行した。 

 

(8) 経済・社会・環境が持続可能なスマートシティのための評価手法19, 20, 21
 

2015 年 9 月に開催された国連総会において、2030 アジェンダ（持続可能な開発目標 SDGs; 

Sustainable Development Goals）が採択され、持続可能な発展の進捗状況を測る GDP 以外の

尺度を開発する既存の取組みをさらに前進させることになった。都市の評価指標は、統合

され不可分なもので、持続可能な発展の三側面（経済・社会・環境）を調和させる統合指

標（包括的富指標 IWI：Inclusive Wealth Index）の開発が必要である。 

一方で標準化団体において、都市サービス評価指標（ISO 37120, 2014）や都市インフラ評

価指標（ISO 37151, 2015）の国際標準（個別指標）が開発されている。 

 

① 持続可能なスマートシティ開発のための評価指標～統合指標と個別指標との関係 

都市インフラ整備の効果は、消費の連鎖効果を創出するフロー効果と資産価値を創出す

るストック効果に分けられる。長期的に持続可能な発展を計測するため、多様な資本の量

（ストック）を重視して開発されたのが新国富指標＝包括的富指標（IWI）である。新国富

指標では、(i) 人類がつくり出した人工資本、(ii) 労働や知力を表す人的資本、および、(iii) 

未来にわたり価値のある商品やサービスのフローの基になる自然資本、を中心に国の資産

全体を評価し、数値化を行っている。 

都市の包括的富指標（IWI）と持続可能な開発目標（SDGs）の両指標とも持続可能な開

発の三側面を基軸としているが、ストック指標かフロー指標かの違いがある。また、国際

標準である都市サービスと生活の質の評価指標（ISO 37120）と都市インフラ評価指標

（ISO/TS 37151）は、ともに持続可能な開発の三側面を基軸とする個別指標（フロー指標）

であるが、対象とする都市のマネジメント領域が異なる。（表 2-4） 

 

 

 

                                                        
19 小倉博行，馬奈木俊介ほか「経済・社会・環境が持続可能なスマートシティ構築・運用のための評価手法の研究」,  

IEICE Technical Report, Feb.2016. 
20 馬奈木俊介「新国富の活用：地域の豊かさの測定と持続可能性の評価 」（http://www.managi-lab.com/ui/project.htm） 
21 馬奈木俊介ほか“高質で持続的な生活のための環境政策における指標研究」最終研究報告書 , 環境省,環境経済の政策

研究・第Ⅱ期（平成 24 年度～平成 26 年度）. 
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表 2-4 統合指標と個別指標との関係整理 

スマートシティ

の評価指標 

ストック指標 フロー指標 

都市全体の評価指標 都市インフラの評価

指標 

経済・社会・環境

の持続可能な開

発の評価指標 

包括的富指標

（IWI） 

※国や都市の持続可

能性を測る統合指標 

（経済が保有する資

本資産に関する投資

政策のための指標） 

持続可能な開発

目標（SDGs） 

※国連の 2016 年か

ら 2030年までの国

際目標として定め

られた 

個別指標 

都市サービスと生活

の質の評価指標 

（ISO 37120） 

※都市を統一された指

標で比較するために定

められた個別指標 

スマートな都市イン

フラ評価指標 

（ISO/TS 37151） 

※持続可能な都市イン

フラを評価する個別指

標 

対象とする都市

のマネジメント

領域 

 

ROE（Return On 

Equity） 

ESG（Environment, 

Social, 

Governance） 

国や都市経営者視

点でのポートフォ

リオ、マネジメン

ト 

⇒投資政策（資本蓄

積政策）の最適化

(ROE+ESG) 

国や都市経営者

視点でのポート

フォリオ、マネ

ジメント 

⇒投資の最適化 

(ROE+ESG) 

都市経営者（首長）

視点でのポートフォ

リオ、マネジメント 

⇒投資の最適化 

(ROE+ESG) 

各都市インフラ運営

者（道路局長や上下

水局長など）視点で

のプログラムマネジ

メント 

⇒戦略目標とベネ

フィットの達成 

その他 

－ 

実施手法の強化, 

グローバルパー

トナーシップ 

－ － 

 

SDGs、ISO 37120、ISO/TS 37151 などのダッシュボード型の指標は、フロー指標中心の個

別指標＝プロセス指標（KPIs）である。一方で、包括的富指標（IWI）などの資本アプロー

チによる富や持続可能性に関する統合指標（ストック指標）＝成果指標（KGI）の整備が国

際的アジェンダになっている22。 

 統合指標と個別指標の関係を表 2-5 および図 2-28 に示す。 

 

表 2-5 統合指標と個別指標の特徴 

スマートシティの 

評価指標の特徴 

個別指標 

（SDGs, ISO 37120, ISO TS 37151） 
統合指標（IWI） 

情報量 多い 単一 

訴求力・メッセージ性 低い 高い 

結果に基づく評価の実施(対象全体) 困難 容易 

結果に基づく評価の実施(個別分野) 容易 困難 

都市間の相対的比較 困難 容易 

持続可能性の多面性・複雑性の反映

（評価項目の必要十分性） 
可能 発展途上 

世代内衝平性や世代間衝平性の反映 限界あり 考慮 

特定の（自然）資本の不可逆性の反映 可能 限界あり 

 

                                                        
22 United Nations, A/70/L.1“Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”,  Sep.2015. ; p28 ” Goal 

17 : Data, monitoring and accoutability” 
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補完関係：持続可能性
Feedback-loop

統合指標
IWI

個別指標
SDGs,

ISO 37120, 
ISO/TS 37151

都市全体の
持続可能性

は？

持続不可能な
分野が存在し

ないか？

 

図 2-28 統合指標と個別指標の補完関係 

 

② 都市サービス評価指標の適用事例研究 

IoT、ビックデータ、AI 等の情報通信技術を利活用し、社会全体がサイバーフィジカルシ

ステム（CPS）により変革される「データ駆動型社会」（＝超スマート社会）における、都

市 OS の構築の都市サービス評価指標の適用事例について考察する（図 2-29）。 

 

データの
収集

データの
蓄積・解析

制御・
サービス

運転支援
システム

ＦＡ
システム

遠隔保守
サービス

スマート
家電

ＩｏＴ：モノのデジタル化・ネットワーク化

製造
プロセス

ビッグデータ解析：ＡＩの進化による判断の高度化・自立制御

モビリティ スマート
ハウス

医療・
健康 インフラ ･･･

都市OS構築の
都市ｻｰﾋﾞｽ評価指標

ヘルスケア
サービス

 

図 2-29 社会全体が CPS により変革される「データ駆動型社会」 

（出所）産業構造審議会 商務流通情報分科会「情報経済小委員会中間取りまとめ（概要）」をもとに作成 
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 わが国が参画した IEC スマートシティ白書作成プロジェクトでは、都市を都市インフラ

の稼動運用を行うシステムの集合体（Operating Systems：OS）と捉え、都市インフラの稼動

運用データをビッグデータ・オープンデータ的に処理して、稼動運用効率の改善や都市全

体のエネルギー効率の改善等を実施することにより、都市インフラがスマート化するもの

として提言した（図 2-30）。 

 

 

図 2-30 The Operating Systems making a City’s  Infrastructure 

（出所）IEC「Orchestrating infrastructure for sustainable Smart Cities」 

 

さらに、IEC スマートシティ白書では、都市ニーズは多様であるが、「都市開発における

主要な経済、社会および環境の３つの持続可能性の柱は同じ」であるとして、都市サービ

ス評価指標の成熟度モデルを提言している23。  

都市 OS の構築は、コンピュータ OS の構築と類似性がある。また近年、ネットワークの

構築でも、ソフトウェア定義ネットワーク（Software Defined Network; SDN）が主流になり

つつあり、ハードウェアよりもソフトウェアに重心を置いたネットワークの方向性にある。

図 2-35 に都市、コンピュータおよび SDN の OS 比較を図 2-31 に示す。なお、図内の実線

はハードウェア、破線はソフトウェア、一点鎖線はサービスおよび評価指標を表す。 

 

                                                        
23 Scorinng table for smart city solutions, EU Smart Cities Stakeholder Platform,  EU Smart Cities Stakeholder Platform,  

Finance working group – Guidance Document – Integrated Action Plan – Report Process and Guidelines, Mar.2013. 
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都市の包括的富指標(IWI)

都市サービス評価指標 (ISO 37120)
都市インフラ評価指標(ISO/TS37151)
QCD/SLA(IPA非機能要求ｸﾞﾚｰﾄﾞ等)

都市サービス／都市課題の解決
(City Services / Business Solutions)

都市アプリケーション
(Cross Domains & Zones)

都市ＯＳ
(DWH, Analytics, Security, 

API, Network, IoT, BigData,etc.)

都市インフラ
(Energy<Electricity,Heat,Gas>, Water, 
Transportations, Factory, Waste, etc.)

都市
（スマートシティ）

コンピュータ
システム

ネットワーク機器
（ＳＤＮ）

ハードウェア

オペレーティングシステム
（ＯＳ）

フレームワーク
（ミドルウェア）

アプリケーション

ビジネス・サービス

ＳＬＡ
(Service Level Agreement）

スイッチファブリック
（基礎部）

フォワーディング

ルーティング

アプリ
ケーション

ＳＬＡ
(Service Level Agreement）

ネットワーク・サービス

 

図 2-31 都市、コンピュータおよび SDN の OS 比較 

 

コンピュータやネットワークの構築・運用は、旧来は全部一社で開発していた（垂直統

合）が、近年は機能ごとに分担するようになり、かつ物理的制約から、ソフトウェア部分

が分離（水平分離）されるようになった。それに伴い各利害関係者（複数の発注者、受注

者および利用者）がシステムの全体像を把握および評価できるように、ビジネスやネット

ワークのサービス評価指標（Service Level Agreement：SLA）の標準化がなされるようになっ

た。 

九州大学センターオブイノベーション（COI）プログラムでは、情報通信技術を最大限利

用し、持続可能な社会を実現するために、都市 OS（Urban Operating System）を構築してお

り、福岡市をモデルに、都市サービスの一部の指標である「都市サービス評価指標（ISO 

37120）」を作成している。 
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表 2-6 都市サービス評価の個別指標（ISO37120）と都市 OS の適用領域（メニュー） 

大分類 
SO37120 

分類 
評価指標 

都市 OS 

メニュー 

経済・財政 経済 失業率、商業施設などの資産価値、貧困率、正規雇用率、若年者失

業率等 
○ 

財政 負債比率、税金回収率等 ○ 

エネルギー・ 

環境 

エネルギー エネルギー消費／人、再エネの比率、電気普及率等 ○ 

環境 PM2.5／PM10、温室効果ガス排出量、大気汚染（NO2, SO2, O3）等 △ 

廃棄物・ゴミ ゴミ回収の人口カバー率、ごみ収集量／人等 △ 

下水 下水カバー率、1 次処理／2 次処理／3 次処理割合等 △ 

水・衛生 水道普及率、水消費量／人等 △ 

健康・社会保

障 

健康 平均寿命、病床数、医師数、幼児死亡率等 △ 

レクレーション 屋内／屋外レクレーション施設面積 △ 

安全 警察官数、殺人・犯罪発生数、警察官の到着までの時間等 ○ 

社会保障 スラム人口比率、ホームレス人口比率等 △ 

交通・都市計

画 

交通 高容量の公共交通（km）、LRT（km）、公共交通利用率 ○ 

都市計画 緑地面積、年間植樹数、不法住居エリアの比率 ○ 

火災・緊急サービ

ス 
消防士の数、火災犠牲者数、自然災害犠牲者数等 ○ 

都市活力・ 

イノベーショ

ン 

教育 就学率、学生と教師比率、大学進学率等 △ 

自治 選挙投票率、女性議員比率、腐敗（贈収賄）等 △ 

通信・イノベー

ション 
インターネット／携帯電話／固定電話の普及率 ○ 

（出所）是久洋一「共進化社会システム創成拠点シンポジウム / 都市 OS の創り方 7 総集編」 

 

③ スマートグリッドのセキュリティ・安全性の確保25
 

本節では、スマートグリッドの設計段階から効率的にセキュリティ・安全性を確保する

ために用いられる手法として、スマートグリッド相互運用性の階層ごとに求められるセ

キュリティ・安全性レベルを表現する「ビュー」を作成する概念を説明する。なお、求め

られるセキュリティ・安全性レベルは各層、ドメイン、ゾーンごとに異なる。 

図 2-23 に示したスマートグリッド・アーキテクチャモデル（SGAM）を用いて、スマー

トグリッドのセキュリティ標準と安全性標準の SGAM マッピングを行うことができる。ま

た、SGAM マッピングしたセキュリティ標準文書（セキュリティ規格）は、以下の 3 つに

分類される。 

                                                        
25 CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group SG-CG/M490/H_ Smart Grid Information Security, 2014. 

（ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/HotTopics/SmartGrids/SGCG_SGIS_Report.pdf） 
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求められる情報セキュリティ（Information Security）、個人情報保護（Privacy Protection）、

安全性（Safety）、および、レジリエンス（Resilience）レベルは各層、ドメイン、ゾーンご

とに異なる。例えば、制御システムと情報システムにおける情報セキュリティの考え方に

は表 2-7 に示すような違いがある。 

 

表 2-7 制御システムと情報システムにおける情報セキュリティの考え方の違い 

 

（出所）IPA「重大な経営課題となる制御システムのセキュリティリスク」26, 2015. 

 

 制御システムは社会基盤・産業基盤を支えており、稼働が停止すると社会的な影響・

事業継続上の影響が大きいため、継続して稼働できることが重視されている。 

 情報システムは大量のデータ処理を目的として導入されることが多いため、可用性よ

りも処理能力が求められ、顧客情報等の機密情報の漏えいは影響が大きく機密性が重

視される傾向がある。 

 

例えば、スマートグリッド・セキュリティ要件規格一覧を表 2-8 に示す。 

 

                                                        
26 https://www.ipa.go.jp/files/000044733.pdf' 

i. セキュリティガイドライン 

セキュリティ実現に向けてのガイドラインと適用例を記述している。 

（実現に向けての前提条件になる可能性はある。） 

ii.セキュリティ要件 

製品、ソリューション、プロセスの一般的な要件を含む。実現方法は規定しない。 

iii.セキュリティ実現性 

セキュリティ対策の具体的な実現方法について定義する。 
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表 2-8 スマートグリッド・セキュリティ要件規格一覧 

No. 規格番号 名称

1 ISO/IEC 15408 + 
ISO/IEC 18045

ITセキュリティのための評価基準

2 ISO/IEC 19790 暗号モジュールのセキュリティ要件

3 ISO 270ｘｘ 情報セキュリティマネジメントシステム

4 IEC 62443-2-1 産業オートメーション・制御システムセキュリティマネジ
メントシステム

5 IEC 62443-2-4 IACSインテグレーション・保守サービスプロバイダのセ
キュリティプログラム要件

6 IEC 62443-3-3 システムセキュリティ要件とセキュリティレベル

7 IEC 62443-4-2 IACSコンポーネントのテクニカルセキュリティ要件

8 IEEE 1686 IEDのサイバーセキュリティ機能

9 IEEE C37.240 変電オートメーション・保護・制御システムのためのサイ
バーセキュリティ要件

 
IACS: Industrial Automation Control Systems、IED： Intelligent Electronic Device 

（出所）JSCA スマートグリッド・セキュリティ勉強会“SG-CG/M490/H_Smart Grid Information Security”

輪読資料, 三菱電機 

 

CSMS（Cyber Security Management System）は、制御システム保有者が制御システムのリ

スク管理を実施し、セキュリティを継続的に維持する管理システムである。情報システム

において ISO/IEC 27001 で規定される ISMS（Information Security Management System）の制

御システム版と対応付けられる。CSMS は、IEC 62443-2-1（Establishing an industrial automation 

and control system security program）に基づいて認証基準が制定されている。 

 

 
図 2-32 制御システム分野における標準の位置付け 

（出所） IPA「制御システムにおけるセキュリティマネジメントシステムの構築に向けて」 
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 なお、スマート社会ソフトウェアが担う重要社会インフラ分野等については、IPA をハブ

とした「サイバー攻撃情報共有イニシアチブ（J-CSIP）」が構築されている。また、技術組

合制御システムセキュリティセンター（CSSC：Control System Security Center）で実施して

いるセキュリティ認証が依拠する規格について、IEC での国際標準化活動を推進し、セキュ

リティ関連産業の振興のための環境整備が官民で行われている。国際標準 IEC62443 は、業

界に特化せず広い分野で活用可能。準拠性を保証する評価認証の仕組みも存在し、石油・

化学プラントの分野では調達要件としても利用される。 

 

2.2 超スマート社会の潮流 

 2.1 章の調査を踏まえて、超スマート社会に向けた潮流を以下のように整理する。 

 

(1) クラウド（Cloud+Crowd）による社会変革の加速 

 Cloud（クラウドコンピューティング）と Crowd（群衆）を活用する技術の進展により、

社会変革事業者が事業推進に不可欠な経営資源（「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」）を迅速か

つ柔軟に収集・利用可能となり、社会変革を促すと期待される。 

 ・情報（Cloud）：デジタル化の加速（オープン化・データシェアリングによる流通・連携） 

 ・カネ（Crowd）：クラウドファンディングによる新たな資金調達の仕組み 

 ・モノ（Cloud）：シェアリングによる柔軟なモノの利用 

 ・ヒト（Crowd）：クラウドソーシングによる柔軟な人材調達 

 

(2) 分野や組織を超えたデータ駆動型のビジネス 

近年のネットワーク技術、情報処理技術等の進歩によって、大量のデータを集め、蓄積

し、それを分析することによって、イノベーションを進めやすい環境が整ってきた。具体

的には、データ処理速度の向上、データ分析技術の高度化に加え、インターネットやスマー

トフォンの普及、ストレージ容量の増加、センサの微細化・低コスト化、SNS5 の普及、IoT

（Internet of things）の進展等によって、広く経済社会に存在する、相当なボリュームの多種

多様なデータを迅速に取得・蓄積した上で、それらを適切かつ効果的に分析し、マーケティ

ングを始めとするビジネス活動の高度化につなげることが容易になっている。 

大量、かつ、多種多様なデータを多頻度で利活用することによって、事業効率の改善、

新しい商品・サービスの提供、さらには、社会課題の解決を効率的かつ効果的に進めるこ

とができる環境が整備されてきている。 

欧米では、IT 関連企業を中心に、データの利活用に係る先進的な取組みが行われている。

特に米国では、データを利活用することが競争力の源泉になりうることに着目した企業が、

他社が有する多種多様なデータを迅速に利活用できるよう、企業買収によって、当該他社

をそのまま取り込み、高次のイノベーションにつなげようとする動きも見られる。 
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(3) モノからサービスへの価値の移行 

 「モノ」は、多くの場合、それ自体に意味があるわけではなく、人間は、目的を果たす

ために「モノ」を「使う（操作する）」。この使うという人間の行為を、AI・ビッグデータ

によってサービスが代替しつつあり、人間は「モノを使う」ことなく目的を達成すること

ができる。その結果、「モノ」の提供は、人間にとって価値評価の対象ではなくなり、目的

を実現するためのサービスの歯車として埋没してしまう可能性が高い。 

 例えば、自動走行自動車の場合、自動車の運転という人の行為をAIやビッグデータによっ

て代替することを目的としており、将来的には、「自動車というモノの提供」は利用者の価

値評価の対象ではなくなるかもしれず、「モノを含めた移動サービスの提供」が価値評価の

対象になる可能性が高い。 

 

モノそのものが持つ
付加価値

モノそのものが持つ
付加価値

モノの利用プロセスを
通じた付加価値

モノそのものでの差別化
モノの利用プロセスも含

めた差別化
IoTの活用

顧
客
へ
の
提
供
価
値

従来 今後

 

図 2-33 モノからサービスへの価値の移行 

（出所）みずほ情報総研 公開資料 

 

2.3 都市 OS による超スマート社会の実装 

超スマート社会を具体的に実装するための手法として、都市 OS（Urban Operating System）

の検討・実証が進められている。本専門委員会では、CPS（Cyber Physical System）・IoT（Internet 

of Things）の高度化や、人工知能技術の進化により、多くの社会インフラやデバイス等が環

境に応じて最適な構成をとることが可能とする概念“Software Defined”を提唱している。

国内外で進められている都市 OS の検討やプロジェクトは、この“Software Defined”を具体

化するものである。 
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ソフトウェア

ハードウェア

ソフトウェア

ハードウェア

①機能のソフトウェア化

②構成のソフト化（柔軟性向上）

国の設備

県 県

市 市 市 市

災害時

国の設備

県 県

市 市 市 市
 

図 2-34 Software Defined の概念 

 

(1) 九州大学共進化システム創成拠点（COI：Center for Co-Evolutional Social 

Systems） 

COI では、持続性のある社会のために社会を構成する個々の主体が共生し進化する共進化

社会の実現を目指して、都市 OS の開発に取り組んでいる。九州大学では、都市 OS を人々

やモノの自由な移動や社会を支えるエネルギーの安定供給、それらを支える各種情報への

自由なアクセスの 3 つのモビリティを提供する基盤として定義している。 

都市 OS を基盤とした社会では、「誰でもいつでもどこでも」快適な移動を可能とし、安

定的なエネルギーの利用や情報取得が可能となる。加えて、多様な価値観や文化的背景を

有する人々が相互に共生し、進化する社会となる。 

 

① いつでもどこでもだれでも 

 わが国では、都市化に伴う地方の過疎化、少子高齢化による労働力の減少、グローバル

化による外国人の流入等により、社会の多様化が進んでいる。九州大学が提唱する都市 OS

では、市民すべてが種々の社会サービスを享受できる持続可能な社会を実現することが重

要として、特に以下の 3 つのモビリティを提供することを目指している。 

 多様な交通機関を利用した自由な移動・効率的な物流（ヒト／モノのモビリティ） 

 いつでもどこでも有時においても必要なエネルギーを提供できる（エネルギーのモビ

リティ） 

 必要な情報を提供する（情報のモビリティ） 
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② 共進化社会 

 個別最適化を行うと社会の非効率化が発生し、全体最適を行うと部分犠牲が発生する。

九州大学は、この社会の効率と個々人の幸せの両立を共進化社会という概念で進めている。 

 

 

図 2-35 共進化社会のイメージ 

（出所）松尾久人、安浦寛人「九大 COI が構築する都市 OS のコンセプト」 

 

③ 共進化社会をつくる都市 OS の機能 

 個人の多様なニーズに対応し、多様な人々がいつでも、どこでも社会サービスを享受で

きる仕組みとして、九州大学は、以下の機能を有する都市 OS を提案している。都市 OS で

は、センサネットワークや各種情報システムから様々なデータを収集・蓄積し、組み合わ

せることで、社会の様々な事象を解決する知見を生み出し、社会へのフィードバックを行

う仕組みである。 

 新しい都市サービスの共通基盤の提供 

 解析を行うアプリケーションの共通基盤の提供 

 高度なデータ解析技術による都市機能の最適化と必要情報の即時的なフィードバック

や長期計画への利用 

 都市間のデータやサービス共有 

 緊急時の他自治体の都市 OS サービスでの代替 

 都市規模に応じた拡張性の担保 

 都市 OS は、自治体単位で導入されることが想定されており、自治体間が都市 OS ネット

ワークで結ばれることにより、都市間でのデータ共有・サービス共有が可能となる。小規

模な自治体については、近隣の大都市からサービスの提供を受けることで、行政負担を削

減したり、サービスの格差を解消することができる。 

 また、災害時には、都市 OS ネットワークを利用することで、他自治体のサービスによる

代替等も可能となる。 
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(2) バルセロナ（スペイン） 

 バルセロナでは、都市全体のスマートシティ構築を進めており、その基盤として都市 OS

（City OS）を構築している。 

 

 

図 2-36 バルセロナにおける都市 OS のシステムイメージ 

（出所）バルセロナ市ウェブページ 

 

 このプラットフォームは、都市の状況をモニタリングし、市民の生活の質を向上させる

ために、バルセロナ市議会がリアルタイムに意思決定を取るための支援を行う。都市に影

響を与える可能性のあるすべての問題（緊急事態を含む）をシミュレーションすることで、

都市の運営を迅速・効果的・効率的かつ持続的に行うことができる。 

 都市 OS の機能は以下のとおりである。 

 

 都市データ（センサデータ、自治体・非自治体のシステムが有するデータ、SNS デー

タ等）を統合し・関連付けて価値ある情報に変換することができる 

 情報の品質保証およびアクセス時のセキュリティ担保することができる 

 バルセロナ市が提供する様々なサービスの知識を垂直・水平の両方に扱うことができ

る 

 データを分析し、蓄積されたデータに基づく予測を可能とすることができる 

 都市の（潜在的な）状況をシミュレーションできる 

 事象の振る舞いに応じて対応パターンを確立することができる 

 技術アーキテクチャに基づきサービスや生産プラットフォームの統合を可能とする 

 将来の都市・プラットフォームの基礎やモデルとなる 
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3. 超スマート社会実現に向けたユースケースの検討 

3.1 超スマート社会実現のためのプロセス 

超スマート社会を実現するための事業を検討するにあたり、新たなスマートな体験をソ

フトウェアにより提案するためのコンセプトの考案が重要となる。昨年度の調査報告にお

いても、「スマートさ」をソフトウェアでモデリングする際、製品ベースの性能や機能から

導き出す「プロダクトアウト」ではなく、「スマートさ」の意味や独自の価値をはじめにデ

ザインする「コンセプトアウト」を実現することを課題として取り上げている。 

コンセプトアウト力のあるスマート社会ソフトウェアのコンセプトデザインを事前に考

え抜くことは決定的に重要である。この活動を効果的に行うために、本委員会は昨年度よ

り、以下に紹介する超スマート社会実現へ向けてのコンセプト出しを行うフレームワーク

と、スマート社会デザインキャンバスの検討・試行を始めた。 

 超スマート社会実現へ向けてのフレームワーク（図 3-1）では、大きく 3 つのステップで、

スマート社会ソフトウェアを実現する流れを図示した。 

 

ことづくり（コンセプトデザイン）
（ビジネスデザイン）

ものづくり
（製品・サービス・システムデザイン）

INPUT

要件モデル
業務フロー
分析フロー

システム構成図
DB構成図
分析構成図

PLM
ALM

ソフトウェアへ
出力

システムの
動的な生成

社会
基盤

（インフラ）

リーンなファイナンス

ベンチャーキャピタル投資
コーポレートベンチャーキャピタル投資

リーンな技術調達

ベンチャーの買収・連携・立上
（必要なコンポーネント

の連携・開発）

メタモデル記述言語

（提言事項）
国際標準化
データ整備

モバイル
エッジ
端末

蓄積処理
分析

（クラウド）
 

図 3-1 超スマート社会実現へ向けたフレームワーク 

（出所）電子情報技術産業協会「スマートなシステムやサービスに関する調査研究報告」（平成 26 年） 

 

(1) 超スマート社会の仮説設計（コトづくり） 

 超スマート社会をコンセプトアウト観点からビジネスデザインするために、昨年度の調

査においてツール「スマート社会デザインキャンバス」の開発・検証を行った。このツー

ルを使ってコンセプトをビジネスモデルキャンバスに落とし込む。このプロセスをどこま

で精緻化できるかが事業化にとって重要であるが、第一ステップではラフなスケッチとし、

コトづくりとものづくりの検討サイクルを繰り返し行うことで、実現される。 
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(2) 超スマート社会のシステムデザイン（ものづくり） 

超スマート社会におけるシステムデザインでは、(1)のプロセスでビジネスデザインされ

たコンセプトについて、関係する様々なシステムとの I/O を定義し、社会基盤とモバイル

エッジと蓄積処理・分析クラウドそれぞれの最適配置を計算しソフトウェアをデザインす

る。 

 

(3) リーンな仮説検証と国際標準化 

 検証においては、必要に応じてベンチャー企業あるいはベンチャー投資を活用して、技

術調達を行うことで、速やかに実証を行う環境を整えることが重要となる。コンセプトの

段階であっても、戦略的に重要であれば国際標準化を進めることで、スマートさ実現に必

要なデータをより速やかに確保できる可能性もある。 

 

3.2 コンセプトデザインのためのフレームワーク 

昨年度の調査研究では、ソフトウェア事業者の視点から超スマート社会を描きだし、事

業をモデリングする等のコンセプトデザインを行うためのフレームワークを整理した。具

体的には、2 つのバリュープロポジションキャンバスとビジネスモデルキャンバスを組み合

わせて使用している（図 3-2）。 

 

ソフトウェア事業者 ⇔ 変革プレイヤー ⇔ 社会

手順① 社会に価値ある変革をもたらす
コンセプトを1枚目のVPキャンパスに描く

手順③ ２つのVPキャンパスの情

報にサプライチェーン情報、ファイ
ナンス情報を加筆し、ビジネスモ
デルキャンパスに落とし込む。
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図 3-2 コンセプトデザインのためのフレームワーク 

（出所）電子情報技術産業協会「スマートなシステムやサービスに関する調査研究報告」（平成 26 年） 

 

 バリュープロポジションキャンバス（以降、VP キャンバス）を用いて産業の顧客（最終

消費者）に与える価値をデザインすることができる。本手法のポイントは、社会変革を行
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うスマートサービスのバリューチェーンに沿って、VP キャンバスを複数回描くことである。

ビジネスモデルキャンバスは、ソフトウェア事業者がインダストリ（産業＝変革事業者）

との関係からビジネスモデルを検討するフレームワークであり、自社のリソースを基に如

何にして顧客である産業に高付加価値を与えるかを検討することができる。これらを組み

合わせることで、超スマート社会を実現するスマートインダストリに対するソフトウェア

のビジネスモデルを具体化することが容易になる。 

 

3.3 超スマート社会のコンセプトデザインの試行 

本年度は、このフレームワークを用いて、2020 年～2030 年頃に向けた超スマート社会像

（コンセプト）とそれを実現するためのソフトウェア事業について検討を行った。検討は、

以下の 2 つの方法で実施した。 

 第 1 に、ソフトウェア事業戦略専門委員会が 2015 年 11 月に実施した「社会課題解決のた

めの IT 活用をテーマとしたアイデアソン」の結果を引用・整理した。第 2 に、本委員会の

委員が具体的なアイデアを持ち寄り、コンセプトデザインからビジネスデザインまでのプ

ロセスを実施した。 

さらにこの検討を通じて、目指すべき超スマート社会像実現に向けた課題等を整理した。 

 

3.3.1 アイデアソンの実施とその成果 

(1) アイデアソンの実施概要 

 ソフトウェア事業戦略専門委員会では、2015 年 11 月に都市における社会課題のソフト

ウェアによる解決をテーマとして、以下のとおりアイデアソンを実施した。 

 

表 3-1 アイデアソンの概要 

 

（出所）電子情報技術産業協会「わが国 IT 関連産業の持続的成長に向けた事業戦略に関する調査研究 

    報告書（2016）」 

タイトル： 課題解決アイデアソン＠JEITA ～未来を築くスマート社会 2020～ 

日時： 平成 27 年 11 月 9 日（月） 10:00～18:00 

場所： 電子情報技術産業協会（JEITA） 401～403 会議室 

主催： 電子情報技術産業協会（JEITA） ソフトウェア事業戦略専門委員会 

参加者： IT・エレクトロニクス企業従事者（26 名） 

ディスカッションテーマ： グループ A 交通渋滞の緩和 

 グループ B 移動手段の効率化 

 グループ C 環境エネルギー 

 グループ D 減災・防災対策 

 グループ E 社会インフラの老朽化 
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 各グループのアイデア 

① グループＡ：交通渋滞の緩和（特別賞） 

サービス名：神様が見守るスマートルートサービス 

 グループＡは、混雑時に目的地に向かうルートを分散させるポイントプログラムを提

案した。 

 混雑するルートを通るドライバーからは代金を徴収する一方で、遠回りするルートを

選択したドライバーにはポイント（インセンティブ）を与える仕組みである。 

➜ 自動車・バス・鉄道・水上バス等の様々な交通データを分析することにより、目

的地までの最短ルートと遠回りルート（渋滞緩和ルート）を提示し、ドライバー

は移動時間とインセンティブを考慮して、いずれかのルートを選択することがで

きる。 

 得られた交通データを活用し、信号機の制御や車線の増強、速度標識の変更等を行う

ことで、都市全体としての交通状況の最適化も行う仕組みである。 

  

② グループＢ：移動手段の効率化 

サービス名：移動を中心とした AI エージェント 

 グループＢは、タクシーの自動運転化に着目し、AI（人工知能）を利用して、海外観

光客や高齢者などに対しておもてなしを実現するサービスを提案した。 

 利用者がタクシーに乗車する際に、保有するスマートフォンを通じて個人の属性情報

を収集し、AI によりコールセンタ等のマッチング・調整を行う仕組みである。 

➜ 例えば、外国人の場合は利用者の言語に対応可能なコールセンタとのマッチング

を行い、高齢者の場合には音量調整を行うなどの機能をもつ。 

 

③ グループＣ：環境エネルギー問題 

サービス名：みんなで楽しむコミュニティ型エネルギー共有サービス 

 グループＣでは、電力の供給側である電力会社と利用側である個人の間に入り、情報

を仲介することにより、個人間をつなぐサービス（地域コミュニティ構築）の提供や、

個人へのレコメンドサービスの提供を行うアイデアを提案した。 

 電力利用情報に加えて家電の利用等情報を集約することで、生活パターンの分類等を

実施し、省エネサービスや地域コミュニティ活性化に資するサービスの提供を行うこ

とができる。 

 

④ グループＤ：防災・減災対策 

サービス名：災害弱者センサネットワークに基づいた災害物資配布サービス 

 グループＤは、災害弱者（高齢者や病人）の情報（位置や状況）を収集し、ドローン

等により必要な物資を必要な人に届けられるサービスを提案した。 
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 備蓄施設から災害弱者までの距離が遠いこともあるため、地域コミュニティがプロバ

イダ（コンビニ、自動車販売機を設置する飲料メーカ、スーパー）と連携し、プロバ

イダから災害弱者に配布することで短期的かつ効率的に物資を届けることができる。 

 

⑤ グループＥ：インフラの老朽化対策（最優秀賞） 

サービス名：センシングデータを活用した道路状況の見える化 

 グループＥは、道路の老朽化状況を検出し、修繕の優先度を評価する仕組みを提案し

た。 

 老朽化状況の検出には、ドライブレコーダーから得られる画像情報を活用するもの。 

➜ 一般乗用車等にドライブレコーダーを配布し、データを収集し、オープンデータ

と組み合わせて分析する仕組み。 

 将来的には、ドライブレコーダーからのデータが蓄積されるとともに、走行状況（急

ブレーキ等）や交通状況（交通量等）を組み合わせることで、老朽化状況の見える化

だけでなく、ビッグデータを活用した劣化予測まで発展するシナリオを描いた。 

 また、道路の劣化状況・予測を踏まえた上で、乗用車に対するインセンティブにより

道路利用を制御することを考案した。これにより、重大事故の防止や劣化状況のコン

トロールを行うことができる。 

 

3.3.2 事業アイデアの深掘 

スマート社会ソフトウェア専門委員会において、グループ A のアイデアソンの結果に基

づきビジネスモデルの検討を試行した。以下には、その結果を示す。 

 

① 検討の方向性 

CPS/IoT を活用したエネルギーシステム（スマートグリッド）や製造業（スマート工場）

などは各業界において検討されている。しかし、社会全体をスマートかつ持続可能に進化

させていくためには、単に技術面だけではなく、社会課題を解決しつつ、複数の分野にお

いて事業として成り立つビジネスモデルの検討が必要である。 

 そこで、次世代の交通分野におけるスマートモビリティを事例として検討した。 

 

② 課題の明確化 

2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた科学技術の取組みに関するタス

クフォースでは、次世代交通の課題として、以下の項目を挙げている。 

 

(i) 交通渋滞の低減 

公共交通と一般需要による交通のバランス 
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(ii) 交通事故の低減 

高齢者や歩行者、二輪車事故が増加 

(iii) 物流の効率化 

自動運転車両の実用化、法制度の整備 

(iv) 環境負荷の軽減 

エコカー（ＥＶ、燃料自動車等）の有効活用 

超小型車両など新たな車種の活用 

(v) 災害時の被害軽減 

移動可能な情報通信インフラとしての車両活用 

    

 アイデアソンにおいて、(i)の「交通渋滞の低減」を軸に、次世代の交通の課題について検

討・整理した。 

 

表 3-2 次世代の交通課題と対策 

 交通量の削減、効率

化 

・時差通勤、公共交通機

関利用 

・混んでいないルートの

利用（渋滞路利用税導

入、ゴミ収集の夜間収

集） 

・自動車以外利用（自転

車、水上バス、ドローン

の利用） 

道路インフラの増

強、効率化 

・一般道の高速利用（夜

間） 

・車線の増強（自動運転

レーン） 

駐車場増強、効率利

用 

・駐車場の共有（企業駐

車場の 空き時間の観

光バス待機利用、運搬

業務利用） 

・路駐監視の強化 

同一時間帯の交通量の集中

（通勤・通学） 
◯ 

◯ 

(路線バス自動運転化) 
－ 

観光バス・タクシーなどの増

加  

◯ 

(観光ルートの混雑回避） 

◯ 

(車線の動的変更) 

◯ 

(観光バス待機の効率化） 

事故、工事などによる道路イ

ンフラの減少 

◯ 

(事故、工事情報からの 

混雑予測、誘導) 

－ － 

違法駐車による路駐 － － ○ 

 

交通渋滞は、そもそも道路などの交通インフラの容量を自動車などの交通量が超えるこ

とによって発生する。従い、交通渋滞の低減の対策は、交通量を減少させるか、交通イン
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フラを増加させることが必要である。しかし、交通インフラは土地に依存するため、そう

簡単に増加することはできない。それならば、交通量を道路インフラの状況に合わせて最

適化することが必要となる。そのためには、交通量の状態を共有し、交通のニーズ（出勤

か、観光かなど）に応じて、利用者に適したルート、交通手段（公共交通手段や徒歩、自

転車含む）を使用してもらうための情報発信が必要となる。 

また、路線バスなど定期的に走行する車両を自動運転化し、走行効率を上げる（自動運

転専用レーンを設けるなど。自動運転車両では車間距離制御などにより、交通流の制御が

可能である）ことも対策となるであろう。 

すなわち、交通渋滞を低減するためには「移動の最適化」を図る「スマートルートサー

ビス」が解決策のひとつであろう。 

そこで、利用者の観点でバリューポジションキャンバス（VPC）を描き、そこから導かれ

る価値を提供するためのビジネスモデルをビジネスモデルキャンバス（BMC）によって示

す。 

 

③ 提供すべき価値 

 交通渋滞が多い都市において、自動車を仕事（通勤やタクシー、運送など）で使用する

企業人にとって、交通渋滞が低減されることの利益（Gain）は、何だろう。遅刻せずに会社

に着けることにより、時間に余裕ができ、仕事の効率が上がるなどが考えられる。一方、

交通渋滞による損失（Pain）としては、会社に遅刻する、あるいは遅刻しないよう急ぐと事

故が発生するかもしらない。また、渋滞に合わないよう早く出社するために、ゆっくり食

事も朝の準備もできず、新聞も読んでいられない。渋滞下では自動車の燃費も悪くなる。 

そのような事態を回避するには、いつ、どこが渋滞するか、あるいはどこを通れば渋滞

しないかの最適な交通手段やルートを提供するサービスがニーズとしてあるだろう。この

ようなサービスを実現するためには、経路のデータを収集し、交通渋滞を予測し、最適経

路を選択するシステムが必要である。また、このようなシステムを構築するためには、自

治体や国の象徴が連携し道路交通情報を一元管理することが望まれる。 
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図 3-3 利用者における「移動の最適化」の価値 

 

 最適な交通手段やルートの提供は、利用者にとっては価値があるが、事業者にとっても

価値がなければ、事業として成立しない。そこで、道路管理を行う事業者の立場で、利益

と損失を考えてみよう。 

 利益としては、渋滞が起こらないように優先ルートの案内を有償で行うことで収益が期

待できる。また、このような交通データは有償でナビ会社などへの販売も可能であろう。

情報提供の際に広告収入も期待できる。また、交通渋滞が低減されれば、事故の減少、CO2

の削減による環境負荷も低減できる。 

 しかし、損失（課題）としては、収益源となる優先ルート利用者やデータ販売先がどれ

だけ確保できるかが不透明である。また、情報収集のためには、センサや分析サーバなど

のインフラ投資が必要となる。車両のプローブ機能で情報収集することも可能だが、プロー

ブ車両の増強にもコストが必要である。 

 このような事業のためには、生活者向けには優先ルート情報を提供するスマホアプリな

どが必要である。また、事業者向けには情報収集に加え、信号制御や駐禁監視ソフトも有

効である。例えば、法廷速度を遵守する車両が続く際には、信号を青とし、無駄な停車を

無くす。また、頻繁な路上駐車車両を検地し、警告することで、道路は大分通りやすくな

るだろう。 
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図 3-4 事業者における「移動の最適化」の価値 

 

④ ビジネスモデル 

 交通渋滞低減のための情報を提供し、公共交通手段へのシフトや優先ルートの使用を図

るには、街全体および道路利用者が交通状態の情報を共有し、お互いに助け合う精神と優

先ルートの使用料やデータ販売などの収益を社会インフラの構築に生かしていく循環型の

ビジネスモデルが必要である。 

 

  

図 3-5 スマートルートサービスのビジネスモデル 
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⑤ IT・ソフトウェアの役割 

 このようなビジネスモデルを実現するために必要なデータやアプリケーショと、開発要

素を図 3-6 に示す。図 3-6 は、JEITA が開発した I-model（キャピタル・アイ･モデル）とい

うアーキテクチャ図である。この図を用いて、サービスを実現するためのデータやアプリ

ケーション、開発要素を整理することができる。 

 スマートルートサービスの場合、交通量のデータの他、気象データや周辺のイベント、

公共交通のスケジュールを共有し、その情報を提供し、かつ最適経路制御に従い、信号制

御などを行う機能の開発が必要となる。 

 

 

プローブソフト
駐車場ゲート
ITSスポット

エンドユーザ向けアプリ
スマホ／カーナビでのナビソフト

渋滞管理
最適経路選択
信号制御

課金データ管理

開発要素データ・アプリケーション

最適経路選択
信号制御

移動希望データ
（カーナビ情報）

現在の交通量
気象データ

駐車場の満空情報
 

図 3-6 スマートルートサービスにおける IT・ソフトウェアの役割 

 

⑥ サービスイメージ（スマートルートサービス） 

 スマートルートサービスのシステムの概要を示す。本サービスでは、自動車交通以外の

公共交通の情報もクラウド上で共有する。また、利用者は、カーナビを通して使用したい

ルートを検索する際に、その情報がクラウド上で分析され、最適ルート情報が提供される。

交通渋滞が予想される場合、渋滞回避に協力して迂回ルートを通った利用者にはインセン

ティブポイントが与えられる。また、どうしても優先的にルートを使用したい場合は、過

去に貯めたインセンティブポイント、あるいは有償で当該ルートを使用できる。このよう

なシステムが構築できれば、自動運転レーンの実現も現実的なものとなるだろう。 
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図 3-7 スマートルートサービス概要 

 

このようなサービスを実現するためには、自治体や国交省、警察などが連携する必要が

ある。日本では、様々な分野の幸せを見守る神様が宝船に乗って、連携する七福神信仰が

全国にある。この七福神のように先に示したスマートルートサービスが「交通の神様」と

なって、街全体の交通を見守り、官民が一体となって、交通渋滞を減らし、かつ環境にも

優しい都市の実現は、日本だけではなく、グローバルに輸出できる社会インフラになると

考える。 

 

3.4 超スマート社会実現に向けた問題点 

3.3 章で描いた超スマート社会のコンセプトをソフトウェアで実現するためには、いくつ

かの課題がある。 

 

(1) クロス・ドメインでのセミ・オープンなデータ共有 

「水素社会」のような大きなコンセプトを検討する場合、電力や交通、通信、金融など複

数の産業分野が関連する。これらのデータをリアルタイムに把握し、制御する場合、デー

タの公開条件が重要である。しかし、後述するように、データの公開は個人のプライバシー

や社会の安全性に直結するため、すべてをオープンにすることは出来ないだろう。そこで、

信頼できる機関、企業を介しての「セミ・オープン」な仕組み、ルール作りが必要である。 

 

(2) 産業間での異種システムの相互連携 

複数の産業間でシステムを接続するためには、産業界や企業ごとの独自システムをつな

ぐことは非効率である。ISO、IEC、ITU 等の標準化機関では、スマートシティの定義の下
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で電力だけではなく、交通や通信、金融などのシステムの標準化に着手している。これら

の動向を踏まえたシステム開発が必須になる。 

 

(3) IoT システムのセキュリティ 

様々な社会システムがネットワークに接続され、相互に通信を行う社会が到来した場合、

テロや災害において、システムの稼動が停止することがないようセキュリティがより重要

になる。 

 

 次章では、来年度以降に検討すべき論点を整理するための基礎資料として、これらの課

題についてわが国の実態を整理する。 
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4. 超スマート社会実現に向けた課題 

4.1 クロス・ドメインでのセミ・オープンなデータ共有 

複数システムから発生するデータが自由に流通・共有されることで、新たなサービス創

出や既存サービスの高付加価値化が期待される。これらを実現するためには、① 組織・企

業／ドメインが保有するデータが自由に流通可能な環境整備が不可欠であり、データ構

造・語彙の共通化・API 化、ドメインごと／ドメイン横断の情報の標準化等が進む必要があ

る。 

 

社会インフラ情報系
ビッグデータ処理基盤
（Ｉ-プラットフォーム）

社会インフラ情報系
ソフトウェア
（Ｉ-アプリケーション）

ハードウェア＆制御ソフトウェア
（ I-エンベデッドソフトウェア）

センサ/アクチュエータ/端末

（ I-ハードウェア）

社会インフラ・オープンデータ

（Ｉ-データバンク）
社会インフラ情報系
ビッグデータ処理基盤
（Ｉ-プラットフォーム）

社会インフラ情報系
ソフトウェア
（Ｉ-アプリケーション）

ハードウェア＆制御ソフトウェア
（I-エンベデッドソフトウェア）

センサ/アクチュエータ/端末
（I-ハードウェア）

社会インフラ・オープンデータ

（Ｉ-データバンク）

社会インフラ情報系
ビッグデータ処理基盤
（Ｉ-プラットフォーム）

社会インフラ情報系
ソフトウェア
（Ｉ-アプリケーション）

ハードウェア＆制御ソフトウェア
（I-エンベデッドソフトウェア）

センサ/アクチュエータ/端末
（I-ハードウェア）

社会インフラ・オープンデータ

（Ｉ-データバンク）

社会インフラ情報系
ビッグデータ処理基盤
（Ｉ-プラットフォーム）

社会インフラ情報系
ソフトウェア
（Ｉ-アプリケーション）

ハードウェア＆制御ソフトウェア
（I-エンベデッドソフトウェア）

センサ/アクチュエータ/端末
（I-ハードウェア）

社会インフラ・オープンデータ

（Ｉ-データバンク）

社会インフラ情報系
ビッグデータ処理基盤
（Ｉ-プラットフォーム）

社会インフラ情報系
ソフトウェア
（Ｉ-アプリケーション）

ハードウェア＆制御ソフトウェア
（I-エンベデッドソフトウェア）

センサ/アクチュエータ/端末
（I-ハードウェア）

社会インフラ・オープンデータ

（Ｉ-データバンク）

データ提供／シェア

A社事業 B社事業 C社事業 D社事業

データ提供／シェア

データの
オープン化

データの
オープン化

 

図 4-1 データ流通による価値の創出のイメージ 

 

4.1.1 データの流通・利活用の類型 

そもそもデータ流通にはどのような類型があるのか。大きく、以下の 3 つのパターンが

存在する。1 つ目は、自組織のデータをオープンにすることで、外部のデータを利用できる

ようにすること、2 つ目は、対価を得てデータを提供すること、3 つ目は、データを交換（エ

クスチェンジ）することである。 
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データ保有者

データ利用者

パターン①

データのオープン化
自組織のデータをオープン化する

パターン②

データの販売
自組織のデータを提供する代わりに対価を得る

パターン③

データの交換（エクスチェンジ）
データとデータを交換・共有する

D
a
ta

D
a
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図 4-2 データ流通の類型 

（出所）朝日インタラクティブの記事をもとに作成 

 

(1) データのオープン化 

オープンデータとは、「オープンさ（Openness）」を備えたデータのことを指す。英 Open 

Knowledge Foundation の定義によると、データのオープンさとは、ライセンス、アクセス性、

フォーマットによる制限がない、つまり、目的を問わず、誰でもどこででも自由に利用し、

共有できる性質を表している。 

また、オープンデータの範囲について、政府や独立行政法人等の公的機関の保有する、

いわゆる公共データを指すことも多いが、オープンな性質を有する公共データはオープン

ガバメントデータ（Open Government Data）と呼ばれ、公共データだけでなく商業用データ

（Open Business Data）、個人や NPO 等の団体が有するデータ（Open Citizen Data）も包含す

る概念である。また、英国のオープンデータ推進機関である Open Data Institute（ODI）によ

ると、①User（オープンデータを利活用してサービスを創出する）、②Publisher（他者が利

用できるようにデータを公開する）、③Enabler（他者のオープンデータ利活用を支援する）

という 3 つの役割があり、これらを担う企業をオープンデータ企業と称している。 
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図 4-3 オープンデータの類型 

（資料）各種資料をもとにみずほ情報総研作成 

 

政府等が有するデータのオープン化は一定の成果を挙げつつあるが、民間企業のデータ

のオープン化は進んでいない。オープンデータがその価値を最も発揮するのは、業務の効

率化であると言われている。McKinsey の試算によると、オープンデータはグローバルに見

て 3～5 兆ドルのポテンシャルを有しているが、その効果を紐解くと、節約効果やコスト削

減等の効果が中心となっている。しかしながら、オープンデータに対する企業の関心を高

め、企業自らがオープンデータを整備し、利活用を進めるためには、業務効率化等の削減

効果だけでなく新規サービスや市場創出等のプラス方向の効果を生み出し、その価値を見

える化することが重要である。 

 

(2) 対価によるデータの流通 

 対価によるデータの流通は、データを販売したい保有者とデータを買いたい利用者を

マッチングすることで成立する。欧米では、データを販売するプラットフォーム（以下、

「データマーケットプレイス」という）が多数提供されている。 

 例えば、Microsoft は、2010 年にデータ流通の場を提供するマーケットプレイスとして

「Microsoft Azure Market Place」を開始した。2015 年 9 月時点で、256 ものデータが公開・

販売されている。データ提供者は、登録するデータの安全性を確保しつつ、利用者の管理、

費用請求などを効率的に行える。また、トランザクション数などにより、複数の価格が設

定できる。データの利用者は、利用手続を効率的に行ったり、データの加工、分析にマイ

クロソフトのツールを利用したりできる。有料データ購入額の 20％が手数料として得られ

る仕組みとなっている。 



72 

 

図 4-4 Microsoft Azure Marketplace のイメージ 

（出所）Microsoft ウェブページ 

 

昨今は、日本国内においてもデータの有する価値に関心が高まっており、データマーケッ

トプレイスが誕生している。 

 

① データプラーザ（富士通） 

 データプラーザは富士通が提供するデータマーケットプレイスである。データ保有者の

データ再販、仲介、場の提供の 3 つの機能を取り入れている。富士通は、場の提供以外に、

自らが運営するサービスによって蓄積したデータを提供する保有者の役割も担う。 

 

 

図 4-5 データプラーザの概要 

（出所）富士通「データ活用を指向する新サービスへの取組み」 
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② Every Sense（Every Sense） 

Every Sense 社は、センサデータ（情報） を生み出す「データの持ち主」と、そのデータ

が欲しいという人の条件をマッチングさせ、仲介をする IoT プラットフォームサービス

（Every Sense）を提供している。データの持ち主がそのデータの提供条件と価値、提供先を

決められる他、個人情報は抽象化して提供することができる。 

 

 
図 4-6 Every Sense の概要 

（出所）Every Sense ウェブページ 

 

③ Data Market（シンクロ） 

シンクロ社が国内で提供するデータマーケットプレイスである。現在開発中であり今年

度中にサービス提供が行われる見込みである。位置情報付のデータを自由に登録でき、販

売することができる。 

 

 
図 4-7 シンクロ社が提供する Data Market の概要 

（出所）シンクロ ウェブページ 



74 

④ G 空間プラットフォーム 

G 空間プラットフォームは国土交通省・総務省・経済産業省等が連携して推進されている

取り組みであり、官民が保有する G 空間情報をワンストップで自由に組み合わせて入手で

きるプラットフォームの構築を目指すものである。 

このプラットフォームを通じて、情報の統合・分析による付加価値の創造、新しい G 空

間情報の利活用方法・ビジネスの創出を狙う取組みである。 

  

 

図 4-8 G 空間プラットフォームの全体像 

（出所）情報通信研究機構 ウェブページ 

 

 G 空間プラットフォームでは、一つのポータルサイト上に官民それぞれのデータが登録さ

れ、一覧できるほか、単にオープンデータだけでなく企業の有料データ（シェアードデー

タ）も掲載されており、ポータルサイト上でシェアードデータの流通を実現している。 

 

(3) データの交換（エクスチェンジ） 

 データ駆動型のビジネスモデル構想を実現するための手法として、Innovators Marketplace 

on Data Jackets（IMDJ）が東京大学工学研究科 大澤教授により提唱された。これは、緩い

ルールを持つ市場モデルに基づいて、データを組み合わせた活用・分析手法やそれを用い

た新しいビジネスモデルを提案し評価し合う、グループによる知識デザイン技術である。 

オープンデータと異なりデータそのものは市場に陳列しないが、その代わりにデータ

ジャケット（DJ）を陳列（次図は電力需要データの例）し、DJ と DJ の間を、DJ に記載さ

れた概念を介して結合した可視化マップを作成することで、事業を構想することを可能と

する。さらに、アイデアソン等を活用することで、DJ 同士を互いに評価し、改善すること
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で、データの価値を高めていくことも可能である。 

2015 年度にデータエクスチェンジコンソーシアムのプロジェクトが経済産業省公募事業

に採択された。これは、分野・組織を超えたデータの共有による新たな企業連携の仕組み

を構築し、裾野の広いベンチャーによるデータ利活用の動きを作り出し、価値・イノベー

ションを創出していくことを目的としたものであり、前述の IMDJ を盛り込んでいる。 

具体的には、テーマを設定した上で、参加企業が関連するデータ・ツールを持ち寄り、

複数データを掛けあわせた実証実験を実施し、ビジネス化に向けた課題抽出を行うことを

狙う。 

 

 

図 4-9 データエクスチェンジコンソーシアムの概要 

（出所）データエクスチェンジコンソーシアム ウェブページ 

 

4.1.2 データ流通促進に向けた政府の取組み 

(1) IoT 推進コンソーシアム「データ流通促進WG」 

 IoT 推進コンソーシアムは、2016 年 1 月 22 日にデータ流通促進ワーキンググループを設

置し、企業間のデータ流通の促進に向けた議論を進めている。 

 同 WG では、IoT 時代には様々なデバイスやデータが業界を超えて繋がる（連携する）こ

とで、経済や社会に大きな革新をもたらすことが期待されることから、BtoB におけるデー

タ取引契約の際に課題となる事象について、ユースケースベースで検討すべき項目を明ら

かにすることを目指す。 
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 主な論点は以下のとおり。 

 

① 契約における検討事項 

 契約にあたり、知財等を主張するための方法はどのようなケースがあるか 

 転売不可 

 利用者限定 

 目的限定 等 

 有償提供を求める場合に、考慮する要件は何か。 

 提供先に求める安全管理措置には、どのような項目が考えられるか等 

 その他、契約に際し、提供元事業者が不利益を被らないために定める項目に何が考

えられるか、等 

② プライバシー等に係る検討事項 

 実ビジネスへの移行にあたってのプライバシーリスクの考え方等 

 

(2) 経済産業省「データに関する取引の推進を目的とした契約ガイドライン」 

 経済産業省は、2015 年 10 月に、分野・産業の壁を超えてデータに関する取引を活性化さ

せることを目的として、「データに関する取引の推進を目的とした契約ガイドライン」を公

表した。 

 

 

図 4-10 データ取引にあたり検討すべき項目 

（出所）経済産業省 公開資料 

 

同ガイドラインは、あくまで、事業者が必要に応じて参照する手引きとして公表するも

ので、汎用的なガイドラインとしての活用を想定しているため、個人情報を取り扱う際の

検討事項のように、特定の法令の適用を受けるデータに特化した検討項目までは網羅され

ていない。 
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4.2 産業間での異種システムの相互連携 

 異なる組織間でのデータ流通を加速させるためには、産業・分野ごと、さらには分野横

断的なシステムの総合運用性が求められる。 

 2.1 章でも述べたとおり、産業間のシステム間を連携可能とする超スマート社会プラット

フォームの検討が内閣府を中心に進められている。 

 

(1) インターフェースの標準化・基盤整備 

 内閣府では、超スマート社会サービスプラットフォームの社会実装に向けて、インター

フェースの標準化や整備の促進について検討を進めている。2016 年 3 月に行われたシステ

ム基盤技術検討会における論点とりまとめ（案）では、インターフェースの標準化・基盤

整備について、以下の論点が提示されている。 

 

① 国際標準・国際貢献の観点 

データ形式やデータ交換手順の標準化に関する海外の先進的な取組みを戦略的視点に基

づいて活用すべきとしている。例えば、戦略的視点に基づく競争（クローズ）と協調（オー

プン）を意識した標準化活動の推進やわが国企業が海外展開を狙って海外で行う標準化活

動の支援、デジュール標準活動に限らずデファクト標準活動に対しても我が国の産業競争

力の向上に重要な標準化活動の支援等が挙げられている。 

 

② 情報の持つ価値の最大化の観点 

 情報の持つ価値を最大化する観点から、データ形式や交換手順を標準化する視点も重要

としている。例えば、基礎的価値として“時刻・測位・認証”などを基本情報化、同じデー

タが異なる名前で存在している場合などにデータを統合する方針・技術の検討が挙げられ

ている。 

 

③ システム間協調連携の仕組み準備の観点 

 様々な企業が連携して新たな社会価値を創出するために、異なるシステム間の連携を容

易化するためのリファレンスモデルの策定・共有が重要である。例えば、システムごとの

データ形式や仕様の差や将来的にシステム・センサがアップデートされることを前提とし

た機能追記・削除等を容易にするシステム設計の在り方や外部環境に応じて迅速かつ柔軟

に構成するためのソフトウェア技術の高度化等が挙げられている。 

 

④ データ収集の仕組みの観点 

 多くの関係者や異業種・一般ユーザーからデータを収集するという観点から、データ提

供側に配慮した収集の枠組みを考えることが重要である。例えば、データ提供側にわかり

やすいインセンティブの制度や公的機関が率先して高付加価値データの標準化・公開を行



78 

うこと、業界を跨いだデータ利用の推進のためにオープンな API の策定等が挙げられてい

る。 

 

(2) セキュリティの担保と個人情報保護 

① 任務保証の観点 

 機能やサービスを全うするという観点から、リスク分析に基づき責任者から総合的な判

断を受ける任務保証の考え方に基づく取組みが必要としている。 

 

② セキュリティ品質の観点 

 セキュリティ品質の実現は、企業価値・国際競争力の源泉になるという考え方が重要と

している。例えば、日本ブランドの維持のために、セキュリティをビジネスの負ではなく

正の方向に寄与させることが挙げられている。 

 

③ セキュリティ・バイ・デザインの観点 

 連携される既存システムを含めて、システム全体の企画・設計段階からセキュリティ確

保を盛り込むセキュリティ・バイ・デザインの推進が重要である。そのために、IoT の特徴

を踏まえてセキュリティを担保する技術開発、例えば、既存システムと新規システムの混

在を想定したセキュリティ、ライフサイクルの差異に応じたセキュリティ、ハードウェア

の真正性を担保するための施策等を進める必要がある。 

 

④ データとシステム全体のセキュリティの観点 

 IoT システムの階層構造を踏まえたデータとシステム全体のセキュリティ確保の観点も

重要である。 

 

⑤ システム間相互連携の観点 

IoT システム全体を俯瞰したリスク評価が必要であり、ブロックチェーンを活用したセ

キュリティの検討、業種ごとのセキュリティ・オペレーション・センター（SOC）および業

種横断的な SOC の整備が重要としている。 

 

⑥ 個人情報保護の観点 

 改正個人情報保護法の匿名加工情報に関して整備された規定などの活用を進めるべきと

している。 
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(3) 新たなサービス創出に向けた推進 

① システム間連携協調の構築促進の観点 

 社会実装までの時間軸を踏まえて、早期に社会実装可能なケースについては民間企業の

活動支援を行う制度や施策が重要である。中小企業・ベンチャー企業の参画を進めるため

には、ビジネスコストの低廉化が必要であり、先進モデルに対して支援機関と連携して資

金支援・メンター支援等を行うべきである。 

 

② 共通基盤技術群検討の観点 

 超スマート社会サービスプラットフォームの構築に必要となる基盤技術について、効果

的・効率的に研究開発を推進すべきである。特に、人工知能・ビッグデータ分析・IoT・セ

キュリティ技術は基盤となる重点テーマである。 

 

③ 受容性向上の観点 

 国民やデータ提供者がどのように価値を享受しうるのかを評価することが重要である。 

 

4.3 IoT システムのセキュリティ 

 2015 年 9 月にわが国におけるセキュリティ戦略を定めた文書「サイバーセキュリティ戦

略」が閣議決定された。同戦略では、あらゆるモノがネットワークに連接され、実空間と

サイバー空間との融合が高度に深化した「連接融合情報社会（連融情報社会）」が到来し、

同時に、サイバー攻撃の被害規模や社会的影響が年々拡大、脅威のさらなる深刻化が予想

されるとの考えから、安全な IoT システムの創出を課題として取り上げている。 

 

 

図 4-11 新たな「サイバーセキュリティ戦略」施策概要 

（出所）内閣サイバーセキュリティセンター 

 

4.3.1 IoT システムに関するセキュリティの現状 

 第 2 章で述べたように、Cloud と Crowd の活用が進むことで、モノやヒト、情報がシェア
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／オープン化され、繋がる社会が到来する。これにより従来は実現できなかった、個々の

人やモノの状況に応じたスマートなサービスや、人の集団やモノの集合にとって最適なス

マートなサービスが創発されるであろう。一方で、モノや人が繋がる社会においては、セ

キュリティ被害の拡大も危惧される。具体的には、量的な被害拡大と質的な被害拡大であ

る。 

 

 

図 4-12 IoT システムのセキュリティの脅威 

（出所）IoT 推進コンソーシアム「IoT セキュリティ WG」 

 

 これまでは、一定以上の管理がなされた機器や脆弱性が検証された OS やソフトウェアが

搭載された機器がインターネットに繋がっていたが、今後はそれ以外の様々なモノが繋が

り活用される。民間調査会社ガートナーによると、2020 年には現在の 5 倍以上の機器がイ

ンターネットに繋がると試算されている。 

 

 

図 4-13 ネットワークに接続される機器 

（出所）IoT 推進コンソーシアム「IoT セキュリティ WG」 
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そこには、外部からの攻撃に十分耐えられない脆弱性を備えた機器が多く含まれるであ

ろう。例えば、インターネットに繋がる防犯等のカメラから映像を盗み見るウェブサイト

「Insecam」が 2014 年に現れている。既に日本国内の 7,000 弱の機器がインデックスされ、

その映像を見ることができる。 

また、従来は情報漏えい・データ盗難、情報破壊等がサイバー攻撃の主な目的であった

が、今後は人や物に繋がる機械を介して人の健康・身体の安全を脅かしたり、社会環境に

機械を及ぼしたりするような、質的な被害拡大も想定される。例えば、2014 年式の自動車

において、インターネットから遠隔操作を可能とする脆弱性が発見され、自宅からインター

ネット経由で自動車の遠隔操作に成功したとの発表が行われた。その結果、自動車会社は

140 万台のリコールを行うこととなった。 

 

 

図 4-14 IoT システムのセキュリティの脅威例 

（出所）IoT 推進コンソーシアム「IoT セキュリティ WG」 

 

4.3.2 セキュリティ向上に向けたソフトウェア産業の取組例 

(1) 個別の技術開発 

① 認証暗号技術の開発 

 NEC は、2015 年 7 月に暗号化と認証を両立する認証暗号方式「OTR（Offset Two-Round）」

を開発したと発表している。処理性能に制約がある小型センサや機器へ認証暗号技術を搭

載することで、IoT によるネットワーク接続で認証暗号を利用することを可能とする。 

 

② LSI 向けのセキュリティ技術開発 

 三菱電機は、監視カメラや自動車部品等、IoT関連機器に組み込まれるLSIに対するセキュ

リティ技術を開発した。具体的には、LSI の製造工程で生じる機器の個体差（信号伝達遅延

の個体差）に基づき、暗号（固有 ID）を生成し、その暗号を利用することで、指定した LSI

でのみ複合可能なプログラムやデータ暗号化を可能とし、不正プログラムの混入や機器の
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成りすまし等を防止する仕組みである。 

 

③ ブロックチェーン技術を用いたセキュリティ向上の取組み 

 IoT 機器やサービスを開発するメーカやベンダの一部では、IoT のセキュリティを強化す

るためにブロックチェーン技術を活用する動きが見られる。ブロックチェーン技術は、分

散型ネットワークで改ざんが不可能な形で情報を共有できる技術であり、IoT 機器やサービ

スに組み込むことで、分散交流可能なネットワーク、セキュリティの強化、プライバシー

保護等に寄与することが期待されている。実際に、IBM では、サムスンと提携し、IoT 機器

の開発にブロックチェーンを活用した「ADEPT」という概念について実証を行うことを発

表している。 

 

 

図 4-15 ADEPT のユースケース 

（出所）IBM ウェブサイト 

 

しかしながら、こうした増大する機器の脆弱性を完全に失くすことは困難である。今後

は、ブロックチェーン技術等を用いて如何にして機器の脆弱性を高めていくか、また、重

大な脆弱性を有する機器を検知し、ネットワークから遮断するのか、サービスによる効用

とセキュリティ被害のバランスも踏まえて検討する必要がある。 

 

(2) 共同研究等の動向 

① 大学等の研究機関との連携 

 慶應義塾大学と日立製作所は、2016 年 2 月にサイバーセキュリティ分野に関連する共同

研究を開始している。共同研究では、まず、SOC（セキュリティ・オペレーション・センター）

の連携に取組むほか、制御機器などがインターネットにつながる IoT（Internet of Things）や

人工知能（AI）といった技術の普及を見据えて、サイバー攻撃対策の技術開発や実装、運

用などに取組む予定である。 
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② 企業間の連携 

 NEC と三菱電機は、FA（ファクトリーオートメーション）分野における IoT 活用で連携

することを 2016 年 3 月に発表した。各社の優れた技術を活用して、高度な IoT サービスを

提供することに加え、セキュリティ性能の高さを特徴とする NEC のソフトウェア VPN サー

ビスを活用することで、FA 分野におけるセキュリティ対策の向上を狙う。 
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5. 超スマート社会実現に向けた提言 

 第 2 章～4 章までの調査結果を踏まえて、今後ソフトウェア産業として検討すべき項目を

提言する。 

 

(1) 超スマート社会コンセプトの実装に向けた検討 

 本年度は、超スマート社会実現に向けたコンセプトを具体化するためのユースケースを

検討した。来年度は、事業化に繋げるために具体的な実装に繋がる検討を行う。 

 超スマート社会の実装に向けた検討は、国内外で開始されているが、専ら都市を対象と

したものである。超スマート社会の概念にもあるように、「必要なもの・サービスを、必要

な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年

齢、性別、地域、言語といった様々な制約を乗り越え、活き活きと快適に暮らすことので

きる社会」を実現するためには、都市格差を踏まえた上で、実装の青写真を描く必要があ

る。 

 

(2) 超スマート社会実現に向けた産業間の連携強化 

 超スマート社会では、様々な産業分野が融合して取組む必要がある。産業間での異種シ

ステムの相互連携の検討は始まったばかりであり、今後は国際連携も視野に入れた検討が

重要である。 

また、本専門委員会を含めた電子情報技術産業協会においても、自らコンセプトを発信

し、産業界からフィードバックを得て、業種間で連携するための仕組みづくりが重要であ

る。その手法として、ワークショップ（アイデアソン等）や事業報告書、会議体の設置等

が想定される。来年度の CEATEC での発表および書籍発行等を通じて本専門委員会の活動

や目指すべき姿、実現方法等を幅広く発信する。また、フィードバック、発信を繰り返す

ことで、産業横断・業種連携にも繋がると期待される。 

 

(3) 国際貢献、国際競争力向上につながるグローバル標準の推進 

 超スマート社会や IoT 時代には、様々な産業が融合するため、従前は縦割構造であった省

庁間での連携や対話が進んでおり、実際に成果を挙げつつある。ただし、これらの検討の

ベースは国内中心であり、国内で作り上げた超スマート社会像を海外に展開し、わが国の

経済成長や競争力向上に資するための標準化方策を検討する必要がある。 

 例えば、超スマート社会に関するコンセプトをグローバルに問いかけ、フィードバック

を得ながら世界に通用するコンセプトを構築・発信することで、国際的な連携・協調に繋

げることができる。これから数年は、コンセプトを発信する絶好のタイミングであり、省

庁間だけでなく、産官学、そしてグローバルに連携した取組みを進めていく必要がある。 
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(4) 超スマート社会実現に向けた基盤整備 

 超スマート社会実現に向けて(1)～(3)に挙げるような取組みに加えて、これらを達成する

ための土台となる技術や制度の整備も並行して行う必要がある。 

 

① 人工知能等の技術革新の取り込み 

 人工知能等を中心とした分析技術の高度化が急速に進んでおり、産業応用が進められて

いる。人工知能の活用により、社会や都市における人々の生活、産業構造、雇用等にどの

ような影響を与えていくのかを検討し、社会実装の在り方に反映していくことが求められ

る。 

 

② サイバーセキュリティへの対応 

 2 つ目はサイバーセキュリティへの対応である。IoT 時代には、従来のセキュリティの範

囲を超えて、IoT 機器への攻撃を通じた人的被害や環境への影響が想定されるため、セーフ

ティや環境の概念も合わせて検討を進めるべきである。また、様々な産業で管理されてい

ない機器が繋がることが想定され、この野良 IoT 機器を含めたセキュリティ対策を誰が、ど

の範囲まで対応すればよいのかを明確化する必要があり、機器製造者、システム設計・構

築・運営者、利用者の何れにも過度な負担がかからないよう、それぞれが協働して負担を

分担しつつセキュリティを担保する仕組みが必要である。また、この際に、確実なセキュ

リティの確保は不可能であるとの前提で、どこまで対策をすべきかについて議論を進める

ほか、産業ごとにセキュリティリスクは異なるため、セキュリティリスクに応じた対策水

準を決められるように、分野別のリスク評価についても行うことが重要と考えられる。 

 

③ 人材の育成 

 超スマート社会の到来は今後 10～30 年で到来すると想定されるため、現在現役のトップ

人材ではなく、若年者や今後生まれてくる子供が実現の担い手となる。短期的な人材育成

だけでなく、中長期的な視点から、これらの人材が超スマート社会を主導するとともに、

社会で活躍できるための方策について、ソフトウェア産業として検討を進める必要がある。 

 

④ 情報格差の是正 

 産業ごとに情報化の進展度合いが異なる。超スマート社会の時代においては、情報化が

進む産業は、データを活用した新サービスやイノベーション、他分野との融合サービスの

創出等の恩恵を受けられる一方、情報化が進んでいない産業においては、産業内に閉じた、

あるいは企業内に閉じた効果の小さな恩恵しか受けられなくなる可能性がある。こうした

格差を是正するためにも、新事業創出やイノベーション等の攻めの側面だけでなく、産業

における情報化やそれに伴う効率化の推進など、守りの側面についても引き続き取組む必

要がある。 
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